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行政常任委員会 

 

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日 （ 金 ）               

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開  会               

 

○三鬼（孝）委員長   おはようございます。  

 昨日に引き続き、行政常任委員会を開会いたします。  

 村田委員は後刻出席ですので、よろしくお願いします。  

 それでは、本日の審議につきましては、建設課に係る議案第６１号と議案６４号

の審査をしていただきますので、よろしくお願いします。  

 ６１号、６４号、同時に説明をお願いします。  

○高柳建設課長   建設課でございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、初めに議案第６１号、平成３０年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認

定についてのうち、建設課に係る歳出決算について説明いたします。  

 通知をいたします。決算書の２０４、２０５ページをごらんください。  

 ４款衛生費、４項下水道費、１目下水道整備費で予算額２５０万円に対しまして、

支出済額２４９万８ ,０４０円、不用額１ ,９６０円でございます。  

 内訳につきましては、１１節需用費で、予算額１３１万７ ,０００円に対しまし

て支出済額１３１万５ ,４４０円、不用額１ ,５６０円でございます。内容といたし

ましては、市内下水道の修繕料９件分でございます。  

 １２節役務費で、予算額１１８万３ ,０００円に対しまして支出済額１１８万２ ,

６００円、不用額４００円でございます。  

 内訳といたしましては、市内下水道の修繕手数料７件分でございます。  

 通知をいたします。決算書の２４６、２４７ページをごらんください。  

 ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費で、予算額４ ,６５０万３ ,０００

円に対しまして支出済額４ ,５７０万５０３円、不用額８０万２ ,４９７円でござい

ます。  

 内訳につきましては、８節報償費で、予算額５万３ ,０００円に対しまして支出

済額ゼロ円でございます。  

 これは、尾鷲湾濁水問題協議会開催に係る報償費２名分を予算計上しておりまし

たが、平成３０年度の開催はございましたので、５万３ ,０００円が不用額となっ

ております。  
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 ９節旅費で、予算額３３万円に対しまして支出済額３０万４ ,６２０円、不用額

２万５ ,３８０円でございます。内容につきましは普通旅費でございます。  

 １１節需用費で、予算額９５万１ ,０００円に対しまして支出済額８１万４ ,２６

５円、不用額１３万６ ,７３５円でございます。内容といたしましては、消耗品費

３５万１ ,２７０円、燃料費３０万１ ,４８１円、修繕料１６万１ ,５１４円でござ

います。  

 １２節役務費で、予算額７１万９ ,０００円に対しまして支出済額３３万７ ,６８

７円、不用額３８万１ ,３１３円です。主な内容といたしましては、通信運搬費７

万９ ,１７３円、次ページをごらんください。最上段、登記手数料１５万１８４円

でございます。  

 １３節委託料で、予算額７９３万８ ,０００円に対しまして支出済額７９３万８ ,

０００円、不用額ゼロ円でございます。内容につきましては地籍調査業務委託料で

ございます。同事業の詳細につきましては、後ほど担当係長より説明をいたします。  

 １４節使用料及び賃借料で、予算額８７万６ ,０００円に対しまして支出済額８

６万２ ,４２３円、不用額１万３ ,５７７円でございます。内容といたしましては、

複合機使用料２６万５ ,２１５円、土木積算システム借上料５９万７ ,２０８円でご

ざいます。  

 １９節負担金、補助及び交付金で、予算額１３５万８ ,０００円に対しまして支

出済額１３１万５ ,０００円、不用額４万３ ,０００円でございます。主な内容とい

たしましては、紀勢自動車道建設促進三重県期成同盟会会費２８万円、熊野尾鷲道

路建設促進期成同盟会会費２５万円、三重県社会基盤整備協会会費５９万円となっ

ております。  

 次に２５０、２５１ページをごらんください。  

 ２７節公課費、予算額１万４ ,０００に対しまして支出済額６ ,６００円、不用額

７ ,４００円でございます。内容といたしましては、建設課管理の公用車車検に伴

う自動車重量税でございます。  

 それでは、地籍調査業務委託料の詳細につきまして担当係長の北村より説明をい

たします。  

○北村建設課係長   それでは、地籍調査事業について御説明させていただきます。  

 通知をいたします。平成３０年度主要施策の成果及び実績報告書の８６ページを

ごらんください。  

 事業名、地籍調査事業、事業目的は、地籍調査事業を計画的に実施し、境界のト
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ラブル防止、土地取引の円滑化などを図るものでございます。  

 詳細につきましては、常任委員会資料の１ページをごらんください。通知いたし

ます。  

 平成３０年度におきましては、天満浦１地区の基準点設置、現地立ち合いを行い

ました。面積は０ .５４キロ平方メートルでございます。  

 天満浦地区につきましては、緑色に着色してある部分を対象箇所としております。  

 本事業につきましては、県道海山尾鷲港線の道路整備事業の際に、土地の所有者、

地番、境界の位置、面積などが不明なところが多く、用地買収などが困難で、また、

県からの要請もあり事業実施をしているところでございます。  

 主要施策の成果及び実績報告書にお戻りください。通知いたします。  

 本事業の財源でございますが、事業費としまして８１０万１ ,０００円で、主な

ものといたしまして地籍調査業務委託料７９３万８ ,０００でございます。  

 財源内訳は、県支出金の地籍調査補助金６０３万３ ,０００円、一般財源２０６

万８ ,０００円でございます。地籍調査事業は単年度で完了する事業ではなく、幾

つかの工程を複数年かけて実施する事業でございます。本年度も引き続き調査事業

を行い、公図混乱地域の解消に向け、事業を推進してまいります。  

 地籍調査事業の説明は以上でございます。  

○高柳建設課長   通知をいたします。決算書の２５０、２５１ページにお戻りく

ださい。  

 ２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費で、予算額３ ,０３１万８ ,０００円に対し

まして支出済額３ ,０２４万４ ,１２４円、不用額７万３ ,８７６円でございます。  

 内訳といたしましては、１１節需用費で、予算額６５万円に対しまして支出済額

６１万７ ,１６２円、不用額３万２ ,８３８円でございます。主な内容といたしまし

ては、光熱水費５８万９ ,７３０円でございます。  

 次に、２５２ページ、２５３ページをごらんください。  

 １３節委託料で、予算額１ ,５２６万２ ,０００円に対しまして支出済額１ ,５２

６万４００円、不用額１ ,６００円でございます。主な内容といたしましては、道

路台帳更新業務委託料３０１万３ ,２００円、橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託

料１ ,２２４万７ ,２００円でございます。  

 １４節使用料及び賃借料で、予算額２３万８ ,０００円に対しまして支出済額２

３万７ ,１６８円、不用額８３２円でございます。これは、国道４２号地下道の防

犯カメラ回線使用料でございます。  
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 続きまして、２目道路維持費で、予算額５ ,８１２万５ ,０００円に対しまして支

出済額５ ,８０９万３ ,５８７円、不用額３万１ ,４１３円でございます。  

 内訳といたしましては、１１節需用費で、予算額９０７万８ ,０００円に対しま

して支出済額９０７万１ ,６８７円、不用額６ ,３１３円でございます。主な内容と

いたしましては修繕料８９７万３ ,７２０円で、これは市内各所の道路修繕料６５

件分でございます。  

 １２節役務費で、予算額１ ,１２５万円に対しまして支出済額１ ,１２２万８ ,３

８０円、不用額２万１ ,６２０円でございます。主な内容といたしましては、道路

修繕手数料３７件分３３１万４ ,３８６円と、道路除草作業手数料７６件分７９１

万３ ,９９４円でございます。  

 １３節委託料で、予算額６７７万７ ,０００円に対しまして支出済額６７７万７ ,

０００円、不用額ゼロ円でございます。主な内容といたしましては、常盤橋、新川

原小橋、橋梁修繕設計積算業務委託料でございます。  

 １５節工事請負費で、予算額３ ,１０２万円に対しまして支出済額３ ,１０１万６ ,

５２０円、不用額３ ,４８０円でございます。内容といたしましては、常盤橋維持

修繕工事ほか４件でございます。  

 では、道路維持事業の詳細につきまして担当係長の岡田から説明をいたします。  

○岡田建設課係長   通知いたします。平成３０年度主要施策の成果及び実績報告

書の８７ページをごらんください。  

 事業名、道路維持事業の事業目的としましては、近い将来、発生が危惧される南

海トラフ型巨大地震等に備え、住民の安全安心を確保するため、老朽化する道路施

設等の健全度を確保するとともに、道路の局部的な修繕や舗装の改良、清掃、除草

作業を実施し、地域の道路網の安全性、信頼性を確保することを目的とする。  

 事業内容については、先ほど課長より説明したとおりですので、割愛させていた

だきます。  

 事業成果としましては、老朽化する道路橋について優先順位を考慮しながら、計

画的に修繕工事を実施し、地域の道路網の安全性、信頼性の向上を図りました。  

 平成３０年度の主たる内容としては、常盤橋維持修繕工事を行いました。  

 通知をいたします。行政常任委員会資料の２ページをごらんください。  

 今回工事を行った常盤橋付近の平面図であります。赤色に着色した部分が維持修

繕工事を行った橋梁であります。橋梁の損傷や劣化を効果的、効率的に補修を実施

して機能を確保し、橋梁の安全性、信頼性の向上を図りました。  
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 工事内容につきましては、鋼板接着工という工法が大半を占めており、既設橋梁

裏側に補強材として使用されていた鋼板部材が経年劣化により腐食していたため、

撤去の後、新設、復旧を行う補修工事を行いました。あとは、橋梁附属物の塗装の

塗りかえなども行いました。  

 通知をいたします。平成３０年度主要施策の成果及び実績報告書の８７ページに

お戻りください。  

 財源内訳としましては、事業費５ ,８０９万４ ,０００円のうち、一般財源が３ ,

８６７万６ ,０００円、国庫支出金としまして社会資本整備総合交付金１ ,０７７万

８ ,０００円、その他特定財源としまして橋梁整備事業債等８６４万円であります。  

 道路維持事業の説明は以上であります。  

○高柳建設課長   通知をいたします。決算書の２５２、２５３ページにお戻りく

ださい。  

 続きまして、３目道路新設改良費で、予算額６ ,５００万円に対しまして支出済

額６ ,４９９万７ ,３２８円、不用額２ ,６７２円でございます。  

 内訳といたしましては、１１節需用費で、予算額１ ,７１１万８ ,０００円に対し

まして支出済額１ ,７１１万７ ,５６８円、不用額４３２円でございます。内容とい

たしましては、市内各所の道路及び側溝等の修繕料で１０５件分でございます。  

 １５節工事請負費で、予算額４ ,７８２万円に対しまして支出済額４ ,７８１万９ ,

１６０円、不用額８４０円でございます。内容といたしましては、日尻野２４号線

道路改良工事ほか９件でございます。  

 ２２節補償、補塡及び賠償金で、予算額６万２ ,０００円に対しまして支出済額

６万６００円、不用額１ ,４００円でございます。内容といたしましては、倉ノ谷

地内道路改良に伴う電柱、支線の移設補償費でございます。  

 では、市道改良事業の詳細につきまして担当係長の岡田から説明をいたします。  

○岡田建設課係長   通知をいたします。主要施策の成果及び実績報告書の８８ペ

ージをごらんください。  

 事業名、市道改良事業、事業の目的としましては、建設課にて管理する道路施設

について、道路パトロールや住民からの要望に基づき、市道の改良工事を適切に推

進し、安全安心な市民の利用を図る。  

 事業の内容につきましては、需用費、工事請負費につきましては先ほど課長から

説明させていただきましたので、割愛させていただきます。  

 事業成果でありますが、市道での車両等による走行安全性や、側溝整備による道
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路排水機能の改善を進めることで、安心安全な道路利用を図ることができました。  

 平成３０年度の主たる内容としては、馬越甚平衛平馬越線道路改良工事を初めと

して、市内各所の道路改良工事を実施し、利用者の安心安全な通行の確保を推進い

たしました。  

 財源内訳としましては、事業費６ ,４９９万７ ,０００円のうち一般財源が５ ,２

６９万７ ,０００円、その他特定財源としまして道路整備事業債１ ,２３０万円であ

ります。  

 説明は以上となります。  

○高柳建設課長   通知をいたします。決算書の２５２、２５３ページにお戻りく

ださい。  

 続きまして、河川費でございます。  

 ３項河川費、１目河川総務費で、予算額９０２万９ ,０００円に対しまして支出

済額９００万１ ,７３１円、不用額２万７ ,２６９円でございます。  

 次ページをごらんください。  

 内訳としましては、１１節需用費で、予算額３２９万５ ,０００円に対しまして

支出済額３２８万５ ,９００円、不用額９ ,１００円でございます。内容といたしま

しては、河川及び護岸等の修繕料で１９件分でございます。  

 １２節役務費で、予算額３００万円に対しまして支出済額２９８万２ ,５９１円、

不用額１万７ ,４０９円でございます。内容といたしましては、河川修繕手数料８

件分で１１５万４ ,５４５円、河川除草作業手数料１５件分で１８２万８ ,０４６円

でございます。  

 １５節工事請負費で、予算額２７０万４ ,０００円に対しまして支出済額２７０

万３ ,２４０円、不用額７６０円でございます。内容といたしましては北浦谷川改

修工事でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金で、予算額３万円に対しまして支出済額３万円、

不用額ゼロ円でございます。内容といたしましては全国海岸協会会費でございます。  

 続きまして、２目砂防費で、予算額３ ,９１８万４ ,０００円に対しまして支出済

額２ ,５３２万７４８円、繰越明許費１ ,３８６万３ ,０００円、不用額２５２円で

ございます。  

 内訳といたしましては、１９節負担金、補助及び交付金で、県が実施する急傾斜

地崩壊対策事業の地元負担金でございます。なお、支出済額２ ,５３２万７４８円

の内訳につきましては、平成３０年度事業の現年度執行分として４４３万７ ,８９
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７円、平成２９年度事業の繰越執行分２ ,０８８万２ ,８５１円の合計額となってご

ざいます。  

 続きまして、港湾費でございます。  

 ４項港湾費、１目港湾管理費で、予算額１ ,３９８万５ ,０００円に対しまして支

出済額１ ,３３８万３ ,４６７円、不用額６０万１ ,５３３円でございます。  

 内訳といたしましては、１１節需用費で、予算額２４５万９ ,５３６円に対しま

して支出済額２２７万５ ,９１５円、不用額１８万３ ,６２１円でございます。主な

内容といたしましては光熱水費１３６万５ ,３４９円で、これは建設課で管理して

おります港湾トイレ６カ所分の電気代及び水道代でございます。  

 １２節役務費で、予算額２９７万７ ,４６４円に対しまして支出済額２９５万９ ,

５８４円、不用額１万７ ,８８０円でございます。主な内容といたしましては、浄

化槽保守点検等手数料６件分の２９０万４ ,１２０円でございます。  

 次に、２５６、２５７ページをごらんください。  

 １３節委託料で、予算額７６７万円に対しまして支出済額７４３万９ ,９６８円、

不用額２３万３２円でございます。主な内容といたしましては、尾鷲港港湾施設清

掃業務委託料２５４万９ ,０００円、尾鷲市海岸清掃業務委託料３８４万８ ,０００

円でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金で、予算額８７万８ ,０００円に対しまして支出

済額７０万８ ,０００円、不用額１７万円でございます。主な内容といたしまして

は、尾鷲港湾海岸施設維持補修費負担金６０万円でございます。  

 続きまして、都市計画費でございます。  

 ５項都市計画費、１目都市計画総務費で、予算額６４７万７ ,０００円に対しま

して支出済額６０５万３６３円、不用額４２万６ ,６３７円でございます。  

 内訳といたしましては、１節報酬で、予算額１９万８ ,０００円に対しまして支

出済額ゼロ円、不用額は１９万８ ,０００円でございます。これは都市計画審議会

の委員報酬費予算として予算計上させていただきましたが、平成３０年度の開催が

ございませんでした。  

 次ページをごらんください。  

 ９節旅費で、予算額８万１ ,０００円に対しまして支出済額ゼロ円、不用額８万

１ ,０００円でございます。これは、都市計画審議会委員の旅費として予算計上さ

せていただきましたが、同様に平成３０年度の開催がございませんでした。  

 １１節需用費で、予算額１７万８ ,０００円に対しまして支出済額１７万４ ,６２
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０円、不用額３ ,３８０円でございます。主な内容といたしましては、消耗品費で

ございます。  

 １２節役務費で、予算額７ ,０００万円に対しまして支出済額５３０円、不用額

６ ,４７０円でございます。内容といたしましては通信運搬費でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金で、予算額２万８ ,０００円に対しまして支出済

額２万８ ,０００円、不用額はゼロ円でございます。内容といたしましては都市計

画協会負担金でございます。  

 続きまして、２目街路事業費で、予算額５ ,６６５万円に対しまして支出済額５ ,

６４４万１ ,８４９円、不用額２０万８ ,１５１円でございます。  

 １１節需用費で、予算額１６３万９ ,０００円に対しまして支出済額１６２万３ ,

０４５円、不用額１万５ ,９５５円でございます。主な内容といたしましては、修

繕料の１５８万１ ,８９５円で、これは街路灯及び街路の修繕１０件分でございま

す。  

 次ページをごらんください。  

 １２節役務費で、予算額６９万円に対しまして支出済額６８万１ ,２８４円、不

用額８ ,７１６円でございます。内容といたしましては、都市計画道路の修繕手数

料１４件分でございます。  

 １５節工事請負費で、予算額１ ,５４８万円に対しまして支出済額１ ,５４７万９ ,

６４０円、不用額３６０円でございます。内容といたしましては、尾鷲港新田線の

市管理区間に係る歩道の舗装改修工事でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金で、予算額３ ,４５３万４ ,０００円に対しまして

支出済額３ ,４５３万４ ,０００円、不用額ゼロ円でございます。内容といたしまし

ては、県が実施する尾鷲港新田線街路事業の地元負担金でございます。  

 では、整備事業の詳細につきまして担当係長の岡田より説明をいたします。  

○岡田建設課係長   それでは、詳細について説明させていただきます。  

 通知をいたします。主要施策の成果及び実績報告書の８９ページをごらんくださ

い。  

 事業名、一般街路整備事業、事業の目的としましては、本市の都市計画道路につ

いて、維持管理及び修繕、改良工事を推進することにより、安全安心な市民の利用

を図るとともに、県事業として推進される尾鷲港新田線整備事業への連携及び協力

を行い、早期完成することを目的とします。  

 事業内容については、先ほど課長より説明したとおりですので、割愛させていた
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だきます。  

 事業成果としましては、平成３０年度に都市計画道路尾鷲港新田線の市管理区間

の歩車道舗装工事の都市計画事業認可を受けており、今後も引き続き計画的に維持

管理を進めるとともに、県の尾鷲港新田線整備事業の早期完成を目指して、三重県

や本市の関係課と密に連携協力して、事業の進捗を図ってまいります。  

 尾鷲港新田線歩道舗装工事につきまして、説明させていただきます。通知をいた

します。  

 行政常任委員会資料の３ページをごらんください。  

 今回、工事を行った施行箇所付近の平面図であります。赤色に着色した部分が舗

装工事を行った箇所であります。歩道の舗装を実施して、歩行者の安全を確保し、

安心性の向上を図りました。  

 通知をいたします。主要施策の成果及び実績報告書の８９ページにお戻りくださ

い。  

 財源内訳としましては、事業費５ ,２３１万８ ,０００円のうち、一般財源が２４

１万８ ,０００円、その他特定財源としまして街路整備事業債４ ,９９０万円であり

ます。  

 一般街路整備事業の説明は以上であります。  

○高柳建設課長   通知をいたします。決算書の２６０、２６１ページにお戻りく

ださい。  

 続きまして、３目公共下水道費、２８節繰出金で、予算額１０６万４ ,０００円

に対しまして支出済額１０６万３ ,４０４円、不用額５９６円でございます。内容

といたしましては、公共下水道事業特別会計繰出金でございますが、詳細につきま

しては、後ほど尾鷲市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書にて説明をさせてい

ただきます。  

 続きまして、４目公園費でございます。予算額５７９万６ ,０００円に対しまし

て支出済額５３１万４ ,９９２円、不用額４８万１ ,００８円でございます。  

 内訳といたしましては、１１節需用費で、予算額１４０万１ ,０００円に対しま

して支出済額１３７万２ ,６３５円、不用額２万８ ,３６５円でございます。主な内

容といたしましては、修繕料１０３万９ ,３８０円で、これは公園トイレ浄化槽修

繕など７件分でございます。  

 １２節役務費で、予算額２１６万９ ,０００円に対しまして支出済額１７１万７ ,

３５７円、不用額４５万１ ,６４３円でございます。主な内容といたしましては、
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公園樹木剪定手数料１２５万３ ,６７７円でございます。  

 １３節委託料で、予算額２１９万４ ,０００円に対しまして支出済額２１９万３ ,

０３２円、不用額９６８円でございます。主な内容といたしましては、中村山公園

他管理委託料２００万９ ,０００円、賀田児童公園管理委託料１８万４ ,０３２円で

ございます。  

 １６節原材料費で、予算額３万２ ,０００円に対しまして支出済額３万１ ,９６８

円、不用額３２円でございます。主な内容といたしましては、テニスコート整備用

原材料費でございます。  

 次ページをごらんください。  

 ６項住宅費、１目住宅管理費で、予算額３ ,２５３万３ ,０００円に対しまして支

出済額３ ,１２０万６ ,６３２円、不用額１３２万６ ,３６８円でございます。  

 １１節需用費で、予算額４０７万８ ,０００円に対しまして支出済額４０６万６ ,

１８３円、不用額１万１ ,８１７円でございます。主な内容といたしましては修繕

料３９８万９ ,０３８円で、これは市営住宅の修繕９１件分でございます。  

 １２節役務費で、予算額５２万円に対しまして支出済額３０万５ ,０２０円、不

用額２１万４ ,９８０円でございます。主な内容といたしましては、最下段にあり

ます市営住宅除草作業手数料１６万４ ,８２１円でございます。  

 １３節委託料で、予算額３２４万３ ,０００円に対しまして支出済額２９７万９ ,

２００円、不用額２６万３ ,８００円でございます。内容といたしましては、住

宅・建築物耐震診断業務委託料２９７万９ ,２００円で、６０件分でございます。  

 次ページをごらんください。  

 次に、１５節工事請負費は、予算額３３４万８ ,０００円に対しまして支出済額

３３４万８ ,０００円、不用額ゼロ円でございます。内容といたしましては、古戸

野団地他外構改修工事１４１万４ ,８００円、三木里団地他外構改修工事１９３万

３ ,２００円でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金は、予算額３７２万３ ,０００円に対しまして支

出済額３０１万２ ,０００円、不用額７１万１ ,０００円でございます。内容といた

しましては、木造住宅耐震補強補助金３件分で２５３万２ ,０００円、木材住宅耐

震補強設計補助金３件分で４８万円でございます。  

 不用額の内容といたしましては、歳入歳出決算主要説明書の４１、４２ページを

ごらんください。通知をいたします。  

 ７款土木費、６項住宅費、１目住宅管理費、１９節負担金、補助及び交付金で、
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不用額７１万１ ,０００円の主な理由といたしましては、木造住宅耐震補強工事の

補助金につきまして、実施件数の３件については計画どおりでございましたが、交

付額が実際に耐震補強工事に要した費用に応じて算定されるため、当初の想定に対

して工事の規模が小さかったことにより、補助金が見込みを下回ったことによるも

のでございます。  

 それでは、住宅耐震診断等事業につきまして担当係長の上村より説明をさせてい

ただきます。  

○上村建設課係長   それでは、詳細について説明をさせていただきます。通知を

いたします。  

 主要施策の成果及び実績報告書９０ページをごらんください。  

 事業名は住宅耐震診断等事業です。事業の目的としましては、地震防災対策の充

実を図るため、住宅の地震による被害の軽減を図るものであります。  

 事業成果につきましては、平成３０年度は６０件の木造住宅が耐震診断を受け、

３件が耐震補強設計及び耐震補強工事を行いました。  

 財源内訳としましては、事業費５９９万１ ,０００円のうち、国庫支出金２２５

万７ ,０００円、県支出金１９１万９ ,０００円、一般財源１８１万５ ,０００円で

す。  

 説明は以上です。  

○高柳建設課長   通知をいたします。決算書の３２０、３２１ページをごらんく

ださい。  

 １０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目現年発生公共土木施設災

害復旧費で、予算額１００万円に対しまして支出済額ゼロ円でございます。要因と

いたしましては、平成３０年度におきまして、工事発注が必要となる規模の大きな

土木施設の災害がなかったことによるものでございます。  

 議案第６１号、平成３０年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定についての説明

は以上でございます。  

 それでは、引き続きまして、議案第６４号、平成３０年度尾鷲市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算書について説明いたします。  

 通知をいたします。決算書の３８６、３８７ページをごらんください。  

 歳入で、１款繰入金、１項繰入金で、予算額１０６万４ ,０００円に対しまして

収入済額１０６万３ ,４０４円、予算現額と収入済額との比較５９６円の減でござ

います。  
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 次に、３８８、３８９ページをごらんください。  

 歳出で、１款公債費、１項公債費で、予算額１０６万４ ,０００円に対しまして

支出済額１０６万３ ,４０４円、不用額５９６円でございます。  

 歳入歳出差引残高はゼロ円で、基金繰入金もゼロ円でございます。  

 以上で建設課の説明を終了させていただきます。よろしく御審議賜りますようお

願い申し上げます。  

○三鬼（孝）委員長   ありがとうございます。  

 建設に係る議案６１号と議案６４号の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。  

 御発言願います。  

○楠委員   それでは、実績報告書の８９ページ、一般街路整備事業の関係なんで

すけど、都市計画道路の修繕、道路舗装工事がありますね。実際カラー舗装をして

から、今の黒の舗装にするまでの期間ってどのぐらいなんですかね。  

○岡田建設課係長   当初カラー舗装にして進めたのが、大体平成２０年度当初ぐ

らいと記憶にありますが、それから大体１０年スパンで切りかえました。  

○楠委員   基本的に修繕は当然ある話なんですけど、余り、私見た限り当時のカ

ラー舗装から見ると、高低差とか普通に考えてもつくりがおかしいなと。勾配調整

も何にもしないで、それなりに舗装してあったので、危ないので、今はよくなった

ので大変結構なことなんですけど。それとあわせて、今回平成３０年度、この年に

事業が認可されて、全体の今のトータルで進捗はいかがなものですかね。  

○高柳建設課長   ３０年度に、市が管理する尾鷲港新田線ということで事業認可

を取得させていただきました。ですので、３０年度を当初といたしまして、認可の

期間としては７年間ということで事業計画を提出させていただきましたので、予算

規模といたしましては、大体平準化したような形で予算を考えておりますので、進

捗ということでいきますと、そういう意味でいきますと、７分の１程度ということ

になってこようかと思いますけれども、今後、事業計画に基づきまして、順次整備

を、改修を進めていきたいと考えております。  

○楠委員   買収も大分進んできて、家屋の撤去も大分進んできているんですけど、

安全対策が一つ残っているというのは、段差が結構ありますので、狭隘な道路です

から、あのままで放置しておくと何か事故が起きる可能性が十分あるので、個別に

お金をかけるというのは大変なんでしょうけど、ちょっと安全策を設けておかない

と、車の転落とかそういう問題も。今、買収終わったところです。あの辺もちょっ
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と気になるところなので、事故が起きてからでは遅いので、せっかくきれいな道路

をつくろうとしているので、その辺ちょっと気をつけたほうがいいんじゃないかな

というふうに思いますので。  

○高柳建設課長   今、県のほうが事業を進めていただいておるところにつきまし

ては、もちろん我々も注意深く注視していきたいとは思いますけれども、また、事

業区間といたしましては、県のほうもそのあたり、事業としてはかかわってござい

ますので、また県と連携をして、そのあたりは注意していきたいと考えております。  

○楠委員   事業、どんどん進めてほしい質問は７年という計画の中なんですけど、

実際あと残っている家屋の数とか、そういうところの状況はいかがですかね。  

○高柳建設課長   先ほど私、７年間の認可を取りましたというのが、市の管理し

ておる区間のことをちょっと説明させていただきました。県のほうが進めていただ

いておる都市計画事業につきましては、今現在、県のほうで起業地に係ります用地

買収ですとか、建物補償を進めていただいております。今、聞いておるところによ

りますと、全体の地権者の方の８割程度の方からの契約をいただいておるというこ

とを伺っております。  

 以上でございます。  

○野田委員   一つ、主要施策の成果及び実績というのは８８ページなんですけど

ね。  

 専門的知識のない中でちょっと質問させていただくんですけど、歩道なんかちょ

っと斜めに、水はけ等の関係かもわかりませんけど、斜めに舗装されているところ

があって、昔のやつだと思うんですけれども、いろんな今障害者の方とか自動運転

というんですか、歩きやすい状態にしようとしたら、今制度も変わっているんだろ

うと思うんですけれども、フラットな形でそういう作業というか、工事も今後尾鷲

市としては考えていかないけない部分かなとは思うんですが、その点どのようなお

考えというか、どのようにやっていきますか。  

○高柳建設課長   歩道が、ちょっと段差がある、高さがある、勾配があるという

ようなお話かと思いますけれども、比較的昔に整備された道路なんかでいきますと、

歩道も１段高いような、ああいう形で整備されておった時代もございました。ただ、

今現在バリアフリーの観点から、歩道も車道も余り段差のないような形で整備をと

いうことで進められておりますので、また新たに整備を進めていくような道路につ

きましては、そういうバリアフリーの基準にのっとったような形の整備が進められ

ていることになると思います。  



－１４－ 

 ただ、現状で、今歩道にちょっと車道から１段高いような道路につきましても、

改修するとかそういう機会があれば、極力そういうのを解消するような形での改修

というのはやっていかなければならないと思いますが、ただ、道路と民間の敷地の

高さとの差もありますので、一足飛びに全て解消するというわけにはなかなか難し

いかなとは考えておりますが、ただ、バリアフリーの考え方については十分意識し

て、修繕するにしても対応していきたいというふうに考えてございます。  

○野田委員   繰り返しになりますけど、斜めに歩道がなっているようなところも

一部見られますもので、メーン道路のところら辺で、そこら辺もまた意識して契約

のほうよろしくお願いします。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

○三鬼（和）委員   資料、実績報告書の８６ページの地籍調査事業なのですが、

天満浦地区を今調査しておるということで、もともと本来県道ですよね、ここね。

我々も歩いたりとかしたことがあって、紀北町側はもう既に整備というか、車両が

通るぐらいまで、尾鷲市との境目というのか、なっておるようなことになって、本

市のほうは、地籍調査も非常にあれなんですけど、県道として水地とか渡鹿のほう

というのは、もう全然、車もそんなに入って、もうしないんだと思うんですけど、

そのままになったのが県道になっておると思うんですね。  

 一時期、今高速道路が整備されて新たな道路ができたので、４２号線が切断され

たときに、この道路も県道として大事なんじゃないかというのがあって、もっと整

備を県にしてもらおうという機運があったこともあるんですけど、課長、県のこと

は直接あれか、でも県で一緒の土木建設というか、県土整備におったということで、

県としては全体を整備されるという考えというのか、それはどうなんですか、県の

方針としては。市に通達が来ておるというのは、どこまでやっていただけるんでし

ょうか。  

（発言する者あり）  

○三鬼（和）委員   まで含めて、全て県道だと思うんですけど、紀北町までね。

旧小山のほうまで。  

○高柳建設課長   県道海山尾鷲港線という道路になろうかと思いますけれども、

そちらの整備につきましては、地籍調査の今回進めております、目的としてもやっ

ぱり県の道路整備の事業連携ということで取り組んでおりますので、県としてもあ

そこを地籍調査と構成をとりながら事業化ということは、もう十分考えていただい

ておるかと考えています。  
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 ただ、ちょっと事業区間といたしまして、あそこもちょっと一部は道路認定はあ

りますけれども、一部道路区域としてまだ道路区域になっていない部分もちょっと

あるかなと私、認識しておるんですけれども、整備も一足飛びに全体をできるのか、

そのあたりを段階的にやっていくかというのは、ちょっとまた県のほうにもいろい

ろ、できるだけ早く整備をしていただけるように働きかけはしていきますけれども、

ちょっとどこまでをどういう形で整備していくかという詳細については、私ちょっ

と今の段階では把握していないところでございます。  

○三鬼（和）委員   お寺さんがあって、向こうからはツーデーウォークに使った

りとか、いにしえの道が残っておるということできておりますけど、以前は産業道

路だったと思うんですね。  

 それと、県道ということがありますので、やっぱりどこをどのように整備すると

かというのを、課長、県に帰られてもちょっとその辺は頭の中に置いていただいて、

何とか県のほうでいろいろ防災的にも、いろいろな観光的にも。  

 一部お寺さんが整備されたときに、勝手に県道であったというところが埋まって

いて、上を横切るような形になっておったりとか、土捨てにされておったというと

ころもあったみたいなんですけど、それはある程度はめどはつけておるみたいです

けど、整備については、まだ今の民家があるところぐらいの地籍調査だと思うんで

すけど、この道路もちょっと生かしてほしいなと思いますので、県に帰られるとち

ょっと忘れずに頭の中に入れておいて、県として事業してほしいなと思うんですけ

ど、どうですか、その辺の。  

○高柳建設課長   県へ戻ってというお話については、ちょっとあれですけれども、

当然私も、今、地籍調査事業ということで、県道整備に向けてちょっと取り組ませ

ていただいておりますので、あそこのそういう意味での、天満浦地区での重要性と

いうのも認識しておるつもりでございますので、そのあたりは十分念頭に置いて進

めていきたいと考えています。  

○三鬼（和）委員   重要だったかどうかというのは、ちょっと時代の流れで変わ

ってしまっておるんですけど、天満浦の一部、今の言うたら古民家がある、天満荘

がある下のほうの入り江なんかも、ヨットハーバーとか港湾整備でも描かれたこと

もあるような、尾鷲市が新政時代、港湾整備にも描かれたようなところがあるとこ

ろなどで、それから見るというと、県も割かし重要視、その時点ではしておったん

だと思いますので、何とかその辺は、市としても、また県としても進めていただき

たいなと思います。  
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○奥田委員   済みません、１点だけ教えてください。  

 主要施策の成果及び実績報告書でいうと９０ページですか、住宅耐震診断等事業

で、今回、耐震診断をしていただいて、実際に設計と補強、３件ずつあったという

ことなんですけど、この３件というのは同じところですか、別。設計した上で耐震

するんですよね、実際。３件、３件というのは、別々のところ。  

○上村建設課係長   ３件の方、設計された方が、同じ方が３件とも補強されたと

いうことでございます。  

○奥田委員   でも３件あってよかったですね。これまで本当ほとんどなかったで

すもの、これまでね。  

 それで、３件あってよかったんですけれども、事業成果のところを見ると、１５

年度から診断を１ ,１４７件受けていただいたと。これはこれで成果だと思うんで

すけど、でも、実際これを設計していただいて耐震補強していただきたいですけど

ね。担当課としては、ＰＲというか、そういうことは説明されていますよね。でも、

これね。  

 ただ、今僕は思うけど、この前ちょっとびっくりしたんですけど、防災危機管理

課の審議のときに、自主防災会も今解散しているということで、聞いて僕びっくり

したんですけど、３０年度も三つが解散したというんですけどね。そういう意味で

は、尾鷲市民の方々も防災に対する意識がちょっと低下しているのかなという気は

するんですけど、建設課に聞いてもちょっとあれかもしれませんが、その辺どのよ

うに耐震診断を受けていただいた方に説明、もっとやっぱり実際耐震をしてもらっ

たほうがいいじゃないですか。どういうふうな話をしていますか。  

○高柳建設課長   木造住宅の耐震補強に関する事業といたしましては、耐震診断、

それから耐震補強へつながっていくような形が理想的なんですけれども、我々とい

たしましても、平成２９年にアクションプログラムを策定いたしまして、耐震診断、

あるいは耐震補強に関する啓発活動というのも取り組みとして進めてございます。  

 耐震補強なり、補強設計、工事のあくまで補助金ということで実施しておるんで

すけれども、なかなかちょっと予算事情が非常に厳しい中で、我々としても拡大は

していきたい思いはありますので、そのあたりは予算との兼ね合いの中で最大限ち

ょっと促進されるようには、啓発活動については積極的に進めていきたいと思って

います。  

○奥田委員   ぜひそこをお願いしたいと思いますね。市民の方も、実際、耐震補

強をする上でお金もかかる話なので、なかなか耐震診断しても耐震補強までやろう
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という気がなかなか起きにくいのかなという部分もあるのはわからんこともないん

ですけど、こういう補助金があるということで、とりあえず３０年度、３件あって

よかったなと僕は思いますので、今後どんどんふえていけばいいなと思いますけど、

ぜひ啓発活動どんどんしたってくださいね。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

○髙村委員   １点。２６１ページの需用費の修繕利用が１０３万９ ,０００円あり

ますけど、市営住宅の修繕ということですね。  

（「六十……」と呼ぶ者あり）  

○髙村委員   ２６１。  

（「公園」と呼ぶ者あり）  

○髙村委員   公園。市営住宅じゃないの。  

（「次のページ」と呼ぶ者あり）  

○髙村委員   次のページや。本当。  

（「市営住宅の修繕代は３９０万」と呼ぶ者あり）  

○髙村委員   ３９０万か。そっちのほうやね。  

 それでね、やっぱりそれぐらいで直すんやったら、新田の入り口なんかも売りに

出しておるわね。それで、総合的にやっぱり売れるところは売れるって、整備せな

あかんと思うんさ。  

 新田の奥の今住宅らもたくさん建ててきて、一等地というふうになってきた場所

があるでしょう。そこも整備して、売れるものなら売るようにして、やっぱり、そ

れで古くなってきた住宅は直したらなあかんで、そういう計画で総合的な計画を建

てておるのか、ちょっとお聞きしたいんやけど。  

○高柳建設課長   市営住宅の運営管理に関する総合的な計画といたしましては、

平成２９年度に長寿命化計画ということで策定をいたしました。その中で、将来的

に需要が減っていく状況の中で、集約、再編化して、適正に管理していくというよ

うな方向を打ち出してございまして、その中で今現在、耐震化がなくて、居住に適

さないような住宅につきましては、市有財産として売却を進めると同時に、そこに

建っておる建物というのも、維持管理費もかかってきますので、そういうのも処理

していくような形で進めていきたいと考えています。  

 住んでいない住宅、住めない住宅については、過去には老朽化して取り壊しとい

うこともやってございましたが、ちょっと予算との兼ね合いも出てきますので、そ

の辺は土地の売却とあわせて、効果的にこういうのが適正に処理ができていければ
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いいかなというふうに、今現在は考えておるところでございます。  

○髙村委員   やっぱり質問するとそういう答弁さね。いつも考えていますとか、

それでいつ、何年後にはこういう計画がありましてこうしますとか、やっぱり計画

を立てなあかんと思うんですよ。ぜひお願いしたいと思う。財政が厳しい折に、ぜ

ひ計画を立ててください。  

○三鬼（孝）委員長   他に。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   ないようでございますので、これで建設課に係る議案第６

１号と議案６４号の審査を終わります。  

 建設課の皆さん、御苦労さまでした。  

 暫時休憩します。  

（休憩  午前１０時４９分）  

 

（再開  午前１０時５６分）  

○三鬼（孝）委員長   休憩前に引き続き行政常任委員会を再開いたします。  

 それでは、教育委員会に係る議案第６１号の審査を行いますので、議案の説明を

求めます。  

○山口教育総務課長   教育総務課でございます。よろしくお願いします。  

 議案第６１号、平成３０年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、

教育総務課に係る決算につきまして決算書をもとに、その都度主要施策の成果及び

実績報告書及び資料もあわせて御説明いたします。  

 決算書の２６８、２６９ページをごらんください。通知いたします。  

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費でございます。予算現額２５０

万５ ,０００円に対し、支出済額は２４０万９ ,６６０円で、不用額は９万５ ,３４

０円でございます。  

 支出済額の主なものといたしましては、１節報酬２３５万２ ,０００円は、教育

委員４名の委員報酬でございます。  

 次に、２目事務局費でございます。予算現額４億２ ,５０８万５ ,０００円に対し、

支出済額は３億３８万２ ,４４８円、繰越明許費が１億１ ,８００万円で、不用額は

６７０万２ ,５５２円でございます。  

 １節報酬は支出済額４１万２ ,８００円で、学校健康管理医や尾鷲小学校運営協

議会委員などへの委員報酬でございます。  
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 決算書２７０、２７１ページをごらんください。  

 次に、２節給料、３節職員手当等、４節共済費の職員給与費につきましては、総

務課より説明が行われておりますので割愛させていただきますが、４節共済費の支

出済額３ ,４８８万７ ,８３３円のうち、備考段中段の社会保険料及び雇用保険料２ ,

００９万３ ,２４５円は、教育委員会臨時職員の社会保険料及び雇用保険料でござ

います。  

 次に、７節賃金は、支出済額１億３ ,３３６万９ ,００８円で、不用額２８４万４ ,

０９２円は、主に、介助員や給食調理員等の勤務時間数が見込みを下回ったことに

よるものでございます。  

 臨時雇賃金１億２ ,６５０万６ ,１８２円と、２名のＡＬＴ賃金６８５万４ ,７２

６円でございます。臨時職員の詳細につきましては、資料で御説明いたします。通

知いたします。  

 ごらんの表、縦の欄が所属、横の欄が職種となっております。教育費一般事務局

費の小学校、中学校、幼稚園の用務員が１２名、給食調理員２４名、養護教諭５名、

また事務職員では、教育総務が１名、生涯学習課２名、中央公民館１名、図書館４

名、体育館１名、少年センター２名、天文科学館２名でございます。学校介助員２

１名、学校図書司書２名、全て合わせますと合計７９名でございます。  

 決算書２７０、２７１ページにお戻りください。通知いたします。  

 次に、８節報償費は支出済額３３万円で、報償費２７万円は学校評議員２７名分

で、講師謝礼６万円は人権教育研修会講師謝礼でございます。  

 次に、９節旅費は支出済額２７万５１２円で、不用額は１２万３ ,４８８円でご

ざいます。支出の主なものといたしましては、ＡＬＴ事業に係る旅費２４万９ ,４

５０円でございます。  

 次に、１１節需用費は、支出済額２６２万３ ,９５６円で、事務局の消耗品費が

１５７万８ ,７１３円、修繕料７２万２ ,７３６円は教育委員会浄化槽亀裂修繕２５

万３ ,８００円が主なものでございます。  

 決算書２７２、２７３ページをごらんください。  

 次に、１２節役務費は、支出済額１２４万７ ,１２６円で、庁舎別館及び矢浜教

員住宅の浄化槽保守点検清掃手数料５５万３ ,３２０円等でございます。  

 次に、１３節委託料は、支出済額１ ,６７６万８ ,２４０円、不用額は１３４万７

６０円で、小中学校等空調設備設置工事設計業務委託料において入札による減額が

生じたもので、支出の主なものといたしましては、スクールバス運行委託料１ ,２
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５８万９２０円や小中学校等空調設備設置工事設計業務委託料２６６万７ ,６００

円でございます。  

 九鬼・輪内地区スクールバス等運行管理事業につきましては、主要施策の成果及

び実績報告書で御説明いたします。説明につきましては担当係長から御説明いたし

ます。  

○丸田教育総務課係長   主要施策の成果及び報告書の９２ページをごらんくださ

い。  

 九鬼・輪内地区スクールバス等運行管理業務ですが、事業の目的は、九鬼・輪内

地区における小中学校の登下校時の通学手段の確保、輪内地区における各学校間で

の交流学習を行う際の移動手段の確保、また、給食の配送を行うもので、事業内容

としましては、３台のスクールバスと１台の給食運搬車の運行管理、輪内・九鬼・

早田地区の小中学校の登下校時の運行、輪内地区における学校間交流等の移動時の

運行、賀田小学校から三木里小学校、三木小学校、三木幼稚園の給食配送業務委託

です。  

 事業成果としましては、通学の安全確保、遠距離通学の負担軽減、また、地域の

伝統行事、校外学習等の学校教育活動における移動手段としての利用により、学校

間や地域住民との交流を通じ、社会生活、郷土愛等を育む教育環境の充実を図るこ

とができました。  

 決算額は１ ,２５８万９２０円で、これは車両の自賠責保険料、重要税等を含む

委託料で、全て一般財源でございます。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   決算書２７４、２７５ページにお戻りください。通知いた

します。  

 済みません、お待たせしました。  

 決算書２７４、２７５ページをごらんください。  

 次に、１４節使用料及び賃借料は支出済額９０万５ ,０９８円で、事務局の複合

機使用料２８万４ ,０２５円等でございます。  

 次に、１５節工事請負費は支出済額１ ,１００万５ ,２００円で、尾鷲小学校等の

ブロック塀外構改修工事と、賀田小学校の職員室空調設備設置工事が主なものでご

ざいます。また、繰越明許費が１億１ ,８００万円で、これは小中学校等の空調設

備設置工事費でございます。  

 次に、１８節備品購入費は支出済額１ ,５３９万円で、スクールバス、４５人乗
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りなんですがこちらの更新と、教員住宅のエアコン及び電気温水器の更新によるも

のでございます。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金は支出済額４８３万９ ,３７８円、不用額

は１１９万５ ,６２２円で、これは日本スポーツ振興センター給付金が見込みを下

回ったことによるものでございます。  

 主なものといたしましては、尾鷲教育支援センター運営負担金４５万円。続いて、

次ページを見ていただきますと、日本スポーツ振興センター共済掛金１０３万２ ,

１７５円、日本スポーツ振興センター共済給付金１５２万８ ,３４０円。次のペー

ジをごらんいただきたいんですが、紀北教育研究所運営費分担金９０万円などでご

ざいます。  

 次に、２３節償還金、利子及び割引料は支出済額８２２万３ ,４０７円で、教員

住宅償還金でございます。  

 次に、２７節公課費は支出済額４万１ ,０００円で、自動車重量税でございます。  

 次に、３目奨学資金貸付金でございます。予算現額３６３万２ ,０００円に対し

支出済額は３６３万１ ,２４０円で、不用額は７６０円でございます。  

 支出の主なものにつきましては、２１節貸付金、支出済額は３６０万円でござい

ます。  

 奨学資金貸し付け事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書で御説明

いたします。  

○丸田教育総務課係長   主要施策の成果及び報告書の９５ページをごらんくださ

い。  

 奨学資金貸付事業ですが、事業の目的は、高校、大学等へ進学する生徒で、学資

の十分でない者に対し奨学金を貸与し、卒業後社会に貢献させるもので、事業内容

としましては、奨学金の新規貸し付けとして７名の大学、専修学校の進学者へ２１

０万円、継続貸付者５名に１５０万円を貸し付けました。  

 事業成果としましては、高校、大学等へ進学する生徒に対して奨学金を貸与する

ことにより保護者の経済的負担を軽減し、適切な就学環境を整備し、次代の社会を

担う人材育成のための機会を保証することができました。  

 決算額は３６３万１ ,２４０円で、財源内訳は奨学資金貸付金返還金が３６０万

円で、ほかは一般財源でございます。  

 説明は以上でございます。  

○山口教育総務課長   決算書２７８、２７９ページにお戻りください。通知いた
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します。  

 次に、２項小学校費、１目学校管理費でございます。予算現額８ ,７８７万円に

対し支出済額は８ ,４１３万４ ,４７９円で、不用額は３７３万５ ,５２１円でござ

います。  

 支出の主なものにつきましては、１節報酬は支出済額は５３９万７ ,５００円で、

各学校の校医報酬と、次ページを見ていただきたいんですが、薬剤師報酬でござい

ます。  

 次に、８節報償費は、支出済額１８万１ ,６００円。各小学校の就学前検診医師

謝礼でございます。  

 次に、１１節需用費は、支出済額３ ,９６１万６ ,２５６円、不用額は１４２万７

４４円で、不用額の主なものといたしましては、光熱水費が見込みを下回ったこと

によるものでございます。  

 主な支出につきましては、授業用事務用品などの消耗品９６２万４ ,９２１円、

光熱水費１ ,９９４万７ ,２３５円、修繕料は６１８万９９１円で、各学校照明器具

修繕ほか、尾鷲小学校プール修繕等が主なものでございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額１ ,０５０万４ ,７８３円で、主な支出につきまし

ては、浄化槽保守点検等手数料６４９万７ ,９２０円、火災報知器点検手数料５９

万６ ,１６０円。次に、次ページ２８２、２８３ページをごらんください。給食用

昇降機点検手数料６２万８ ,５６０円などでございます。  

 次に、１３節委託料は支出済額２６８万７ ,１８４円で、児童心臓検診委託料３

４万９ ,５９６円を初め、以下ごらんの委託料となります。  

 次ページ２８４、２８５ページをごらんください。  

 次に、１４節使用料及び賃借料は支出済額２５０万１０９円で、複合機使用料１

６３万３ ,６２２円、インターネット使用料６８万４００円等でございます。  

 次に、１５節工事請負費は支出済額９２１万４ ,５６０円で、各小学校遊具設置

工事等でございます。  

 各小学校遊具設置事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書で担当係

長から御説明いたします。  

○丸田教育総務課係長   主要施策の成果及び報告書の９６ページをごらんくださ

い。  

 各小学校遊具設置事業ですが、事業の目的は、平成２８年度に小学校の危険遊具

を撤去し、休み時間等で遊具を使用できない状況にありましたが、子供の心身の発
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達等による創造性や主体性の向上等を図るため、各小学校へ新たな遊具を設置する

もので、事業内容としましては、宮之上小学校にジャングルジム、雲梯、滑り台を、

矢浜小学校にはん登棒を、賀田小学校に滑り台を設置するもので、事業成果としま

しては、新たに設置した遊具を通じ、子供の心身の運動能力向上とともに、心の発

育、発達へつながり、安全安心な教育環境を整備することができました。  

 決算額は６８４万９ ,３６０円で、学校教育施設等整備事業債の活用が６８０万

円で、ほか一般財源でございます。  

 説明は以上でございます。  

○山口教育総務課長   決算書２８４、２８５ページにお戻りください。通知いた

します。  

 次に、１６節原材料費は支出済額２９万４ ,０９３円で、グラウンド整備用山砂

代等でございます。  

 次に、１８節備品購入費は支出済額２０２万２ ,０５７円で、各小学校の図書購

入や理科備品等、学習備品の購入費でございます。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金は支出済額８７万６ ,５０６円で、修学旅

行付添旅費負担金２２万２ ,１３１円等でございます。  

 次に、２目教育振興費でございます。予算現額１ ,１９３万９ ,０００円に対し、

支出済額は１ ,０８３万９ ,８３１円で、不用額は１０９万９ ,１６９円でございま

す。  

 続いて、２８６、２８７ページをごらんください。  

 ８節報償費は支出済額４３万８ ,０００円で、報償費１万８ ,０００円と講師謝礼

４２万円でございます。  

 １１節需用費は、支出済額５１万６ ,３０２円で、消耗品費等でございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額５ ,２５０円。  

 １４節使用料及び賃借料は支出済額３２万９ ,２００円で、保険料及びバス借り

上げ料等でございます。  

 次に、２０節扶助費は支出済額９５５万１ ,０７９円、不用額は９９万７ ,９２１

円で、就学援助費認定件数が見込みを下回ったことによるものでございます。支出

の内容は、学用品費、給食費、特別支援教育就学奨励費でございます。内訳は、要

保護３名、準要保護１４７名の合計１５０名、特別支援が２４名でございます。  

 次に、３項中学校費、１目学校管理費でございます。予算現額２ ,９０８万９ ,０

００円に対し、支出済額は２ ,７１８万８ ,１５９円で、不用額は１９０万８４１円
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でございます。  

 支出の主なものにつきましては、１節報酬は支出済額１９１万２ ,４００円で、

各学校の校医報酬と薬剤師報酬でございます。  

 次に、１１節需用費は支出済額１ ,７４１万８ ,０５６円、不用額は５２万８ ,９

４４円で、不用額の主なものといたしましては、光熱水費が見込みを下回ったこと

によるものでございます。  

 主な支出につきましては、授業用事務用品などの消耗品費４１６万４ ,９２７円、

光熱水費１ ,０３５万８ ,４４５円、修繕料は２１９万３ ,６９７円で、尾鷲中学校

消火栓管修繕が２８万７ ,７１２円等でございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額３０９万３４２円で、通信運搬費３８万８ ,１０

５円、浄化槽保守点検等手数料１７８万７ ,８８０円が主なもので、ほか、次ペー

ジの２８９ページにかけてごらんの手数料でございます。  

 次に、１３節委託料は支出済額１３２万２ ,４７８円で、生徒心臓検診委託料１

８万３ ,９２０円のほか、次ページの２９１ページにかけて各種委託料でございま

す。  

 次に、１４節使用料及び賃借料は支出済額８５万６ ,９５４円で、複合機使用料

５５万９ ,０３７円のほか、各使用料等でございます。  

 次に、１６節原材料費は支出済額１３万４ ,２３４円で、グラウンド整備用山砂

代等でございます。  

 次に、１８節備品購入費は支出済額８５万９ ,７５８円で、不用額は７９万２４

２円で、不用額の主なものといたしましては、輪内中学校に係る給食設備の購入が

不用となったことによるものでございます。  

 主な支出につきましては、ウオータークーラーや学校図書等、中学校２校分の備

品購入費でございます。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金は支出済額１５９万３ ,９３７円。次ペー

ジ２９３ページをごらんください。主なものにつきましては、選手派遣費補助金９

９万３ ,９７０円、部活動ほか、市町温水プール利用補助金２５万４ ,２５０円でご

ざいます。  

 次に、２目教育振興費でございます。予算現額８３０万１ ,０００円に対し支出

済額は７４８万５ ,００５円で、不用額は８１万５ ,９９５円でございます。  

 ８節報償費は支出済額６万円で、これは講師謝礼でございます。  

 次に、１１節需用費は支出済額１１７万２ ,３４４円で、中学校２校におけるク
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ラブ活動に係る消耗品費でございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額４万８ ,２００円で、通信運搬費及び保険料等で

ございます。  

 次に、２０節扶助費は支出済額６２０万４ ,４６１円で、不用額は６７万９ ,５３

９円です。就学援助費認定件数が見込みを下回ったことによるものでございます。

支出の内容は、学用品費、給食費、特別支援教育就学奨励費でございます。内訳は、

準要保護が７７名、特別支援が１名でございます。  

 次に、４項幼稚園費、１目幼稚園費でございます。予算現額３ ,３５８万３ ,００

０円に対し支出済額は３ ,３１５万５３８円で、不用額は４３万２ ,４６２円でござ

います。  

 主な支出につきましては、１節報酬は支出済額１３４万７ ,７００円で、園医報

酬等でございます。  

 次に、２節給料、３節職員手当等。次ページ２９５ページをごらんください。４

節共済費の職員給与費につきましては割愛させていただきます。  

 次に、９節旅費は支出済額９万６ ,５８０円で、支出の主なものといたしまして

は、遠足引率に係る旅費等でございます。  

 次に、１１節需用費は支出済額１３５万６ ,０５９円で、コピー用紙、事務用品

などの消耗品費６５万円、修繕料５９万１ ,１９２円は、三木幼稚園の屋根雨漏り

修繕等でございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額１２万６ ,２５１円で、通信運搬費等でございま

す。  

 次に、１３節委託料は支出済額１８万８ ,４６０円で、人形劇委託料１７万４ ,９

６０円等でございます。  

 次に、１４節使用料及び賃借料は支出済額１万２ ,９６０円で、ケーブルテレビ

回線使用料１万２ ,９６０円でございます。  

 ２９７ページをごらんください。  

 次に、１５節工事請負費は支出済額１４３万６ ,４００円で、こちらも三木幼稚

園屋根修繕工事でございます。  

 次に、１６節原材料費は支出済額５万６ ,３４０円で、砂場用砂代等でございま

す。  

 次に、１８節備品購入費は支出済額２９万１ ,３１５円で、遊具及び図書購入費

でございます。  
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 次に、１９節負担金、補助及び交付金は支出済額９万２ ,２４０円、主なものに

つきましては教育推進協議会負担金等でございます。  

 以上で、教育総務課に係る決算の説明とさせていただきます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。  

○三鬼（孝）委員長   ありがとうございます。  

○野地生涯学習課長   生涯学習課でございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第６１号、平成３０年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてのうち当課に係る決算状況につきまして、決算書をもとに、その都度主要施策

の成果及び実績報告書もあわせて御説明いたします。  

 それでは、決算書の２９６、２９７ページをごらんください。通知いたします。  

 ９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費でございます。予算現額４ ,

１４３万６ ,０００円に対しまして、支出済額４ ,０８４万６ ,３５１円で、不用額

は５８万９ ,６４９円でございます。  

 主なものといたしましては、人件費を除き、次ページ２９８、２９９ページをご

らんください。  

 ８節報償費、支出済額１１０万９９６円で、このうち報償費は放課後子ども教室

推進事業「いきいき尾鷲っ子」におけるコーディネーターや講師謝礼等の報償費で

ございます。また、講師謝礼及び託児謝礼は、地方創生推進交付金見守り子育て推

進事業における子育てＨＡＰＰＹ  ＤＡＹでの子育て講演会の講師謝礼や託児謝礼

でございます。見守り子育て推進事業は、後ほど主要施策の成果及び実績報告書に

おいて御説明させていただきます。また、記念品代は成人式の記念品でございます。  

 次ページ、３０１ページをごらんください。  

 １９節負担金、補助金及び交付金は支出済額２２万８ ,０００円で、このうち補

助金は、少年活動事業補助金として尾鷲市子ども会育成会連絡協議会への補助金、

女性活動事業補助金として尾鷲市婦人の会連絡協議会への補助金、文化活動事業補

助金として尾鷲市文化協会への補助金となっております。  

 それでは、見守り子育て推進事業につきまして、担当課長補佐より主要施策の成

果及び実績報告書にて説明いたします。通知いたします。  

○畑名生涯学習課長補佐兼係長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書の９

９ページをごらんください。  

 見守り子育て推進事業について御説明いたします。  

 事業内容としましては、子育てＨＡＰＰＹ  ＤＡＹへの取り組みを引き続き年間
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５回実施するとともに、夏休みＨＡＰＰＹ  ＤＡＹでは、「いきいき尾鷲っ子」と

も連携して開催いたしました。  

 主な事業費は、子育てＨＡＰＰＹ  ＤＡＹに係る講師の謝礼です。  

 事業費決算額４８万６ ,０００円のうち、２４万３ ,０００円が国庫支出金、地方

創生推進交付金であります。  

 説明につきましては以上でございます。  

○野地生涯学習課長   それでは、決算書の３００、３０１ページにお戻りくださ

い。通知いたします。  

 続きまして、２目公民館費でございます。予算現額２ ,７０２万２ ,０００円に対

しまして支出済額２ ,６５５万９ ,４８４円で、不用額は４６万２ ,５１６円でござ

います。  

 主な支出といたしましては、次ページ３０２、３０３ページをごらんください。  

 ８節報償費、支出済額４８万５ ,０００円で、公民館の講座授業に係る講師謝礼

でございます。  

 １１節需用費は支出済額７７７万２ ,８７６円で、このうち修繕料１０１万７ ,２

８５円は、図書館の空調、貯水槽の修繕及び公用車車検に伴う修繕などでございま

す。  

 次ページ３０４、３０５ページをごらんください。  

 １３節委託料は支出済額６４４万７ ,４９２円で、清掃や警備、各種点検等に伴

う委託料でございます。  

 １５節工事請負費は支出済額８９万６ ,４００円で、中央公民館ブロック塀等に

係る外構改修工事請負費でございます。  

 続きまして、３目天文科学館費でございます。予算現額２３６万７ ,０００円に

対しまして支出済額２２２万５ ,５５７円で、不用額１４万１ ,４４３円でございま

す。  

 次ページ３０６、３０７ページをごらんください。  

 主な支出といたしましては、１１節需用費、支出済額６５万３ ,１６０円で光熱

水費などでございます。  

 それでは、地方創生推進交付金事業における、わんぱく子育て推進事業による親

子天文サイエンス教室事業について、主要施策の成果及び実績報告書で担当課長補

佐より御説明させていただきます。通知いたします。  

○畑名生涯学習課長補佐兼係長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書の１
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０３ページをごらんください。  

 わんぱく子育て推進事業親子天文サイエンス教室事業について、御説明いたしま

す。  

 本事業は、自然豊かな本市での子育てを学びにつなげ、子育ての魅力としていく

ための事業、わんぱく子育て推進事業のうち、天文科学館等を活用して実施するも

のでございます。  

 事業内容としましては、親子などを対象に、手づくり望遠鏡やプラネタリウムな

ど楽しみながら学ぶ講座の実施など、年間５回の講座を開催しました。また、中学

生の協力も募り、参加者の学びのサポートを通じた世代間交流の機会創出を図りま

した。  

 主な事業費は、講座に係る消耗品費やテキスト印刷製本費などであります。  

 事業費予算額２４万３ ,０００円のうち１２万１ ,０００円が、国庫支出金地方創

生推進交付金であります。  

 説明につきましては以上でございます。  

○野地生涯学習課長   それでは、決算書の３０６、３０７ページにお戻りくださ

い。通知いたします。  

 続きまして、４目図書館費でございます。予算現額１ ,４９３万円に対しまして

支出済額１ ,４８８万８２６円で、不用額は４万９ ,１７４円でございます。  

 主な支出といたしましては、次ページ３０８、３０９ページをごらんください。

８節報償費は支出済額３７万円で、主に年間を通した子ども読書会や手づくり絵本

教室、読み聞かせ活動及び地方創生推進交付金事業の本読み子育て推進事業におけ

る青空図書館イベントでの、絵本作家の三浦太郎さんによるワークショップや、読

み聞かせ講座などにおける講師謝礼でございます。  

 １８節備品購入費は支出済額３１４万９ ,４６５円で、ヒノキの書棚や１ ,８４５

冊分の図書の購入費でございます。  

 地方創生交付金における本読み子育て推進事業の詳細につきましては、主要施策

の成果及び実績報告書にて図書館館長より御説明させていただきます。通知いたし

ます。  

○浜口生涯学習課図書館長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書１０５ペ

ージをごらんください。  

 本読み子育て推進事業について御説明いたします。  

 事業内容としましては、青空図書館事業を開催しました。  
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 青空図書館事業では、絵本作家の三浦太郎さんのトークショーを開催しました。

御自身の子育て体験をもとにした絵本づくり秘話や読み聞かせのコツなど、また、

読み聞かせも行ってもらい、小さなお子さんも一緒に楽しんでもらえたトークショ

ーとなりました。また、三浦さんにはワークショップも行ってもらい、「こんなの

あったらいいな尾鷲のまちに」をテーマに、幼稚園、小学生の親子と中学生も参加

して、みんなで紙を使って尾鷲のまちをつくり上げました。  

 ほかにも、読書ボランティアさんの協力による絵本の読み聞かせ、ワークショッ

プ、子育て支援サークルがりらさんには、親子で楽しんでもらえるマルシェを併設

してもらいました。  

 ２階図書館館内は、昨年度実施して好評だったカフェ図書館にして、来館者にゆ

ったりと読書を楽しんでもらいました。  

 来場者は、親子連れを中心に５００名、秋晴れの好天気に恵まれて、公民館中庭

にはたくさんの親子が読み聞かせを聞いたり、絵本を読んだりしていました。小さ

なお子さんを連れてきても、周りに気兼ねすることなくゆっくりと絵本を選べる青

空図書館で絵本に親しみ、絵本のよさを実感してもらえる機会となりました。また、

マルシェを併設することで、ふだん図書館には訪れない親子にも絵本を知ってもら

う機会になり、子育て中のお母さんに本読み子育てを身近に感じてもらえることが

できました。  

 事業決算額は３９万５ ,０００円で、財源内訳につきましては２分の１国庫支出

金です。  

 以上でございます。  

○野地生涯学習課長   決算書の３０８、３０９ページにお戻りください。通知い

たします。  

 続きまして、５目文化財保護費でございます。予算現額３８１万８ ,０００円に

対しまして支出済額１６２万９ ,９６３円で、不用額は２１８万８ ,０３７円でござ

います。  

 次ページ３１０、３１１ページをごらんください。  

 主な支出といたしましては、８節報償費１８万５ ,０００円は、主に地方創生交

付金事業のわんぱく子育て推進事業における自然サイエンス教室での、三重大学等

の講師に対する講師謝礼でございます。  

 ９節旅費は、予算現額４９万７ ,０００円に対しまして支出済額１万８ ,６４０円

で、不用額４７万８ ,３６０円でございます。  
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 １１節需用費、支出済額９２万４ ,０６９円のうち印刷製本費２７万６ ,６９６円

は、昆虫図鑑テキスト及び須賀利大池及び小池パンフレットの印刷費用及び、修繕

料４４万７ ,１２０円は熊野古道看板の修繕費用でございます。  

 次に、１４節使用料及び賃借料、支出済額１６万３ ,３９７円のうち船舶使用料

１２万円は、須賀利大池の調査及び子供たちへの探検講座に係る船舶借り上げ料で

ございます。  

 ２２節補償、補塡及び賠償金は、予算現額１００万円に対し支出がなく、不用額

１００万円でございます。これにつきましては、熊野古道での森林施業者に対する

熊野古道歩行者の安全確保のために要する経費の補塡事業でございますが、３０年

度は該当がございませんでした。  

 それでは、地方創生推進交付金事業わんぱく子育て推進事業における自然サイエ

ンス教室事業について、主要施策の成果及び実績報告書にて担当課長補佐から御説

明させていただきます。通知いたします。  

○畑名生涯学習課長補佐兼係長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書の１

０７ページをごらんください。  

 わんぱく子育て推進事業、自然サイエンス教室事業について御説明いたします。  

 本事業は、わんぱく子育て推進事業のうち、本市の豊かな自然環境や生物多様性

などについて、実地体験を通じて専門家などから学ぶものでございます。  

 事業内容としましては、大学関係者や専門家などの協力を得て、親子などを対象

とした昆虫講座や化石講座などの自然観察会を年間３回開催するものです。あわせ

て中学生の協力を募り、参加者の学びのサポートを通じた世代間交流の機会創出を

図ります。  

 主な事業費は、講座に係る消耗品費やテキスト印刷製本費などであります。  

 事業費予算額４８万９ ,０００円のうち２４万４ ,０００円が、国庫支出金地方創

生推進交付金でございます。  

 説明につきましては以上でございます。  

○野地生涯学習課長   決算書の３１０、３１１ページにお戻りください。通知い

たします。  

 続きまして、６目郷土室費でございます。予算現額６６６万２ ,０００円に対し

まして支出済額６２４万６ ,１７３円で、不用額は４１万５ ,８２７円でございます。  

 次ページ３１２、３１３ページをごらんください。  

 支出といたしましては、１３節委託料９６万６ ,０００円は、大庄屋文書等の貴
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重な文書や文化財を害虫や菌から守るための薫蒸作業の委託料でございます。  

 続きまして、７目少年センター費でございます。予算現額１０７万９ ,０００円

に対しまして支出済額１００万２ ,２７３円で、不用額７万６ ,７２７円でございま

す。  

 少年センターでは、尾鷲市少年指導員の会、尾鷲市青少年育成市民会議、尾鷲市

青少年育成町民会議などを中心に、警察、ＰＴＡ、各学校、自治会などと連携しな

がら、年間を通しての合同補導や夜間巡回、立入調査などを行っております。この

ように市全体で連携しながら、本市の子育てしやすいまちづくりの一助になるよう

努めております。  

 主な支出といたしましては、１９節負担金、補助及び交付金８０万５ ,０００円

は、尾鷲市少年指導員の会への青少年非行防止活動事業補助金、青少年育成町民会

議１０団体への青少年育成地域活動事業補助金、また、地域間交流活動事業推進補

助金は尾鷲市青少年育成市民会議への補助金となっております。  

 続きまして、８目文化会館費でございます。予算現額５ ,４８３万円に対しまし

て支出済額５ ,４８０万９ ,３２０円で、不用額は２万６８０円でございます。  

 主な支出といたしましては、１１節需用費として修繕料４５８万８ ,９２０円で、

楽屋空調設備や空調機チラーファンモーター、スポットライト整流器などの修繕で

ございます。  

 次ページ３１４、３１５ページをごらんください。  

 １３節委託料は、指定管理料でございます。  

 続きまして、９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費でございます。

予算現額２ ,６３３万９ ,０００円に対しまして支出済額２ ,４３０万４ ,６８５円で、

不用額２０３万４ ,３１５円でございます。  

 主な支出といたしましては、８節報償費２８万６ ,０００円はテニス教室の講師

及び尾鷲市スポーツ推進委員への報償費でございます。  

 次ページ３１６、３１７ページをごらんください。  

 １３節委託料７０万円は、美し国三重市町対抗駅伝参加事業委託料として尾鷲市

体育協会に委託したものであります。  

 １９節負担金、補助及び交付金は、支出済額６６５万８ ,１４９円のうち、補助

金として成年スポーツ活動事業補助金は体育協会への補助金、少年スポーツ活動事

業補助金はスポーツ少年団への活動補助金でございます。三重スポーツフェスティ

バル参加事業補助金は、毎年秋に開催されておりますみえスポーツフェスティバル
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への参加補助金であります。他市町公営プール利用補助金４５５万１ ,１９０円は、

紀北町、大紀町、熊野市にある市民のプール利用者に対する利用補助でございます。  

 なお、１９節の不用額１９４万９ ,８５１円につきましては、みえスポーツフェ

スティバルへの参加者や国体高校総体への出場者が少なかったこと、また、成年ス

ポーツ活動事業補助金におけるオープンウォータースイミング三重オープンが、昨

年は台風による直前中止となったこと、他市町公営プール利用補助金等が見込みを

下回ったことによるものでございます。  

 次ページ３１８、３１９ページをごらんください。  

 続きまして、２目運動場管理費でございます。予算現額４００万４ ,０００円に

対しまして支出済額３７０万７ ,０２２円で、不用額は２９万６ ,９７８円でござい

ます。  

 主な支出といたしましては、１１節需用費１０３万７ ,３２２円のうち修繕料３

０万円は、野球場入り口扉修繕や市営グラウンドのバックネット等の補修でござい

ます。  

 １３節委託料１７８万２ ,０００円は、野球場と市営グラウンド、テニスコート

の芝生管理や除草、トイレなどの清掃の管理委託料でございます。  

 続きまして、３目体育文化会館管理費でございます。予算現額７５８万８ ,００

０円に対しまして支出済額７２０万６ ,５３１円で、不用額は３８万１ ,４６９円で

ございます。  

 主な支出といたしましては、１１節需用費３８８万４８４円のうち修繕料８７万

８ ,９８６円は、体育館の照明、床の修繕、台風等による漏水、ガラス破損、電源

盤の修繕などでございます。  

 次ページ３２０、３２１ページをごらんください。  

 １３節委託料２６８万２６３円は、体育文化会館の警備や清掃業務委託料が主な

ものであります。  

 続きまして、４目国民体育大会関連経費でございます。予算現額２９０万８ ,０

００円に対しまして支出済額２８７万５ ,４１７円で、不用額は３万２ ,５８３円で

ございます。  

 主な支出といたしましては、９節旅費４万２ ,４００円は福井国体の視察及び調

査旅費でございます。  

 １１節需用費の消耗品費２８２万５ ,０６３円は、国体に向けたクッブ用品やの

ぼり等の啓発グッズなどの費用でございます。  
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 以上が生涯学習課に係る決算説明でございます。よろしく御審議いただき、御承

認賜りますようお願い申し上げます。  

○三鬼（孝）委員長   ありがとうございます。  

 それでは、教育総務課に係る議案第６１号の審査を行いますので、質疑のある方

は御発言願います。  

○小川委員   ちょっと１点だけお願いします。  

 決算書２８７ページのところ、２０節の扶助費のところとあわせて、２９３ペー

ジの中学校費の扶助費のところなんですけれども、毎年聞くことなんですけど、人

数がちょっと減ったように思うんですけど、生徒何人に１人ぐらいの割合なんです

か、就学支援を受けているのは。  

○山口教育総務課主任   小学校の就学援助認定数に関しましては、平成３０年度

が１４７名、中学生が７７名で、小学校、中学校児童・生徒数の約２０％程度にな

っております。  

○小川委員   ５人に１人ということですよね。全国平均６人に１人でしたから、

ちょっと尾鷲、多いということなんですか、それじゃ。  

 それで、親の所得格差というのが子供の学力格差につながるとよくいわれるんで

すけど、成績自体どうなんでしょうか。  

○二村教育長   今の就学支援のデータですけれども、正確には国が大体１５ .２

３％で、市内が約２０ .７％ぐらいの率になるのかなと。  

 よく学力テストの相関関係の中で就学援助率の高いところの場合、また、特に単

身家庭の場合、相関的にはほかのところよりも学力が低いというふうな相関関係が

出ておりますけれども、中にはやはり家庭の教育力によって単身家庭でも学力が十

分高い子供もおりますので、傾向としては就学援助によって、いわゆる経済格差に

よる一つの学力低下というのは懸念される可能性が十分あります。  

○小川委員   やはり塾に行けないとか、ひとり親家庭の場合、パソコンもなかな

か買ってもらえないとかそういうのもあると思いますので、やる気をなくさないと

いう、進学を諦めない、そういう学習支援とか、そういう今後また進めていってい

ただきたいと思うんですけれども。担当は違うんですけど、福祉のほうでやってい

る困窮者自立支援制度の中にもありますよね、学習支援というのが、国から出して

いただける、そういうのを活用して、どんどん国のほうでも給付型の奨学金も出て

おりますし、人づくりのためにもぜひやっていただきたいなと思いますけど、学習

支援について少し教育長、何かありましたら。  
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○二村教育長   やはり、例えば私の場合、青少年のための科学の祭典というのを

やっております。国の補助金の中に経済的支援の必要な児童・生徒が何名ぐらいい

るか、その場合に補助の率が違ってきたりしておりますので、当然そういう子供た

ちのためにハンディキャップのない支援体制を組むということは大事なことですし、

当然、尾鷲市の場合、現在、放課後の学習とか、比較的各学級の人数が多くありま

せんので、今のところ結構きめ細かなフォローができているかなというふうには思

いますけれども、やはり今後子ども食堂等の動き等も含めて考えると、やはり地域

の中に子供たちが安心して自分の学力保証をしてもらえるような、そういう学び場

があってもいいかなというふうには考えておりますし、ぜひそういう場をつくって

いきたいなというふうに個人的にも考えております。  

○小川委員   教育長、もう退任されるということでよろしくお願いします。そう

いうことで。  

 それと、もう一点いいですか。  

 同じところなんですけど、小学校の場合、特別支援教育就学奨励費ですか、２４

人と言われたんですけど、中学校の場合１人と。１学年１人というと何でかなと思

ったんですけど、もし何かあれば。  

○二村教育長   現状でいいますと、尾鷲市の特別支援の対象になっている小中学

生が、３０年度３８名いると思うんですけれども、その中で中学生は２名なんです、

特別支援の対象の。小学生が３６名といったような状態があるので、そのことが反

映しているのではないかなというふうには一つ思われ……。  

○三鬼（和）委員   ２９２、３、一緒のところやったんかいな。そこの１目学校

管理費の１９節ですね。この中で、補助金として中学生の選手派遣費補助金が９９

万３ ,９７０円、それから、部活動ほか市町温水プール利用補助金２５万４ ,２５０

円あるんですけど、派遣については生徒数も少なくなってきたのか、我々が議員に

なったころには足らないとか後づけで予算をつけていましたもので、議会から当初

予算から見込みで予算計上すべきでという指摘とかが出させていただいたというの

が記憶にあるんですけど、かなり減ってきておるんですけど、これで大体何選手分

ぐらいなんでしょうね。これは県大会とか東海大会、全国大会に行くという生徒さ

んだと思うんですけど。  

 それと、プールに関しましては、何人ぐらいの部活動とか活動で、どういった移

動手段でされておるのかというのを、ちょっと結果として説明願います。  

○山口教育総務課主任   選手派遣につきましては、尾鷲中学校においては２２８
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名、これは県大会、東海大会に参加されたということです。輪内中学校においては、

対象生徒数としては６５名です。あと、文化部のほうも吹奏楽等で県大会等に行っ

ておりまして、こちらの生徒の対象者としては５８名になっております。  

 あと、先ほど言われた他市町の温水プールの関係なんですが、こちらのほうは水

泳部が該当しまして、ともに７名の方が４月、１０月、１１月、１２月、１月、２

月にそれぞれ他市町のほうの温水プールを利用しておりまして、計５７回利用して

おります。こちらのほう、経費としましてはジャンボタクシーを利用いたしまして、

１回につき４ ,５００円掛ける今の５７回という回数になりまして、２５万４ ,２５

０円という数字になっております。  

 以上です。  

○三鬼（和）委員   尾鷲中学校のプールの整備もようやったじゃないですけど、

やむを得ないというか、優秀な選手もいるということで、伸ばしてほしいというこ

ともあって。  

 ちょっと関連するんですけど、尾鷲高校が温水プールをつくるということになっ

て、私が尾鷲高校にいって１年だけ水泳部に在籍しておったことがあって、そのと

きは中学生が来ていました。コーチが、山中先生が全て高校生も中学生も指導して

おったということがあって、中学生がその当時は尾鷲高校に来ておったんですけど、

尾鷲高校のプールもそのときはまだ新しかったということで。  

 今回、温水とかにすることについて県立高校ということで、それで使わせていた

だきたいなと思うんですけど、その辺は教育委員会として、県が整備するに当たっ

て中学生も利活用させていただくのに何かそういった整備について話し合いとか、

お願いはしておるとは思うんですけど、運用面についても道具を持って移動するわ

けですから、高校のプールなんかは、部室なんかは高校生が部活動で専用に使って

おるということもあろうかと思うんですけど、もし尾鷲中学校の生徒が使わすんだ

ったら、そういった面も含めて利便性もお願いしてほしいなと思うんですけど、そ

の辺はどうですか。あわせてちょっと。  

○二村教育長   尾鷲高校のプールの全天候型の温水化というのは、もう長年の要

望事項でありまして、やっと実現の方向が出たということでございます。当然これ

にかかわっては、当初、尾鷲高校の土井校長と私と原案をつくらせていただきなが

ら、まず尾鷲高校と尾鷲高校のＰＴＡがそれの要望を出すと、そこの一文に当然尾

鷲の民間プールが使えなくなって尾鷲中学校の生徒たちの練習環境の保障というこ

とも入れながら要望をさせていただいて、そして、その後、校長と私と県へ出向い
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て施設課長といろんな相談をしながら、じゃ、市としてどのふうなスタンスで要望

を出していくかという指示をいただきながら、尾鷲市教育委員会として県の教育委

員会に、いわゆる温水化プールの設置と、それと子供たちの練習環境の保障という

ことで、できればそこを学校関係の子供たちに開放していただくというふうな方向

で検討も進めて今日に至っておりますので、当然、でき上がってくる段階で尾鷲高

校と、それから尾鷲市といろんな共同利用的な、子供たちの練習も含めて、恐らく

潮南もそういう状況になるんじゃないかなというふうに思うので、尾鷲高校、いわ

ゆる水泳の指定校でございますので、当然、県もそのことを含めて中学校からの裾

野を広げていく。現に今、高校生と中学生が一緒に練習することによって、随分レ

ベルアップを図ってきておりますので、そういう方向で取り組みは現在しておりま

すし、今後でき上った時点で、そういう中学校の利用を、また小中校連携した学び

の体制づくりという意味でも重要な意味を持ってくると思いますので、このことに

ついてはしっかり引き継いでやっていきたいなというふうに思います。  

○三鬼（和）委員   現在、紀北町さんが施設が整備されておるということで、新

聞等々を見ていても全国大会とか東海大会とか、かなり選手としては多いのであっ

て、私、教育長も一緒の学年やであれですけど、その当時から尾鷲高校って、水泳

部は東海大会、全国大会、普通に出ておるようなクラブでしたので、尾鷲市とかこ

の地域にはそういった強い選手になる素質を持った方も、裾野も多いということか

ら、ただプールを使わせていただくだけじゃなくて、部活にあれするような部室と

いうんですか、そういった更衣室等も含めて、そういったことにも注文といったら

おかしいですけど、きちんと通っていって使いやすいような形のお願いというんで

すか、教育委員会からとしてはお願いという形も抜かりなくしてほしいと思います

ので、お願いしたいと思います。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

○野田委員   一つは、全体的に見て、事業評価のところで２５項目ある中で１８

が生涯学習課ということで、非常に大変だなという気がしています。  

（発言する者あり）  

○野田委員   後で。済みませんでした。  

○南委員   実績報告書の９７ページと９８ページにかかわることなんですけれど

も、僕の記憶では、尾鷲市の教育方針の二つで教育の向上と、それから、もう一方

は地域教育力の向上ということで打ち出して教育委員会は力を入れて、２６年から

ですか、事業開始がしたわけなんですけど、予算的に見てもちょっと各学校にする
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配分的な予算が余り僕は少な過ぎるんじゃないかなと、以前からそういった思いが

あって。  

 それと、次ページの９８ページのほうは逆に教職員の教育ということで、地域教

育に力を入れていただくということで予算もつけていただいておるんですけれども、

これについてはほとんどもう需用費が消化されておるみたいな感じで、どういった

主に内容のことをやっておるのかなというのと、それと、９７ページのふるさと支

援事業のほうでは、講師謝礼４２万、いろいろ云々あるわけなんですけれども、や

はりもっと、教育長、地域教育というのも一つの２本柱の一つで掲げておるという

ことやで、やっぱりもっと予算をつけて、やはり予算をつけんことにはいろんな各

学校が事業を組めないと思うんですよね。そういった意味では、僕はもっと力を入

れて地域教育というのも進めるべきじゃないのかなというような思いがあります。  

 それと、たまたま教育長、１０月１０日で退任されるということで、これからも

尾鷲の地域教育にはどんどんかかわっていただくと思いますので、そういった意味

では教育長どうですか。ふるさと教育か。  

○二村教育長   はっきり言ってふるさと教育については、もっと予算が欲しいで

す。私の立場から言いますと。  

 ただ、今現場の教職員の工夫、それから、地域の方々の本当に無償での協力、そ

ういったことで、本当に財源は少ない中で結構それでも私は活動的には豊かに子供

たちはいろんな、干物づくりとかそういう地域の体験をしながら学習しておるかな

というふうに思います。  

 本当にある意味もう少しここへ形づけて、もっと豊かな活動はできるのではない

かなというふうに、そういうふうに思っていますし、今の尾鷲の中で財源が厳しい

中で本当に地域の方々の御協力に甘えて、ふるさと教育が維持されておるような状

況がありますので、ぜひ今後このことについての予算のアップの御協力をいただけ

られたらありがたいかなというふうに思いますし、私自身も、当然、地域での活動

とか、地域の学習に関してはこれから思い切って教育支援をしていこうかなという

ふうに思っておりますので、やっぱりお金をかけずにより豊かにやれる方向という

ものも、一方では考えていきたいなというふうに思っております。  

○南委員   本当に、僕もふるさと教育というのは大変大事なことだと思うんです、

子供を育てていく意味において。僕も自分ところの孫の話をするのもなんなんです

けれども、特に二村教育長には科学のサイエンスの教室だとか……。  

○三鬼（孝）委員長   南委員。間もなく正午の時報がありますので、ちょっと中
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断いたします。  

（休憩  午前１１時５９分）  

 

（再開  午後  ０時００分）  

○三鬼（孝）委員長   再開します。  

 それで、教育総務課だけ続けて審議したいと思いますので、よろしくお願いしま

す。  

○南委員   そういったことで、教育長の指導のもとで科学のサイエンスの何回か。

それで、僕も一緒に行野浦の化石の親子で採集するのも参加させていただいて、い

ろんな意味では、子供が興味を持ってくれるということは大変うれしいことで、僕

もあれからも孫連れて２回ぐらい化石探しに連れていけということで、そういった

意味で、一つ体験をするとやっぱり興味を持っていただいて、一つのことに向かっ

ていくという姿勢が僕はなかなかよい姿勢やなと思って。  

 そういったことで、ぜひとも、教育長はお金もかけずにできる教育もあると思い

ますんですけど、やはり各学校でいくとある程度は予算を持っていただいて、余裕

を持ったふるさと教育もやりたいという学校もお話も聞いたこともありますので、

ぜひとも、厳しい財源ですけど、子供に投資する分には僕は幾らかの投資は当然必

要だと思いますので、ぜひとも後任者に申し送りということになるのかわかりませ

んけれども、ぜひともよろしくお願いをいたします。  

○村田委員   今、南委員の教育論の後でちょっとこういうことを質問するのはど

うかなと思うけれども、２７３ページですが、ストレスチェック手数料ですね、１

万２ ,９２７円、これはどういうものなんですか。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   これは、公立学校共済組合の全国の組織

がございまして、インターネット上で質問がございます。各学校の常勤の職員全て

の方々に質問を答えていただいて、その中でストレスチェックのこういうストレス

を持った方が何％いるとか、そういうのを教育委員会のほうが把握して、各学校の

校長とのいろいろ職員の今の状況とかも踏まえて話をするということで、ウエブ上

でのストレスチェックになります。インターネット上で。  

○村田委員   それはそれで結構なんでしょうけれども、その結果を受けて各校長

に教育長からいろいろ指導なり話をするということなんですが、その成果とかいう

ものは出ていますか。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   今、本当に心の病と申しますか、いろい
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ろストレスを持ちながら各学校のほうでは仕事をされている先生方も現実いらっし

ゃいます。そういった方の数字が、例えば医者の面接が必要であるとか、そういう

のも各自それぞれがプライバシーの部分もかかわってきますので。もし面接の希望

があった場合は、教育委員会のほうで長野先生のほうにお願いしてありまして、そ

ういう学校からの面接の申し出があったらすぐに長野先生のほうにお願いして面接

をしていただくということで、現在のところ、まだ実際に面接に行かれた方という

のはいませんけれども、数字的にはそういう、何ていうんですか、ストレスが高い

というのが職場によってはあらわれていますので、そういうことをきちんと伝えて、

先生のほうもそこら辺、管理職が配慮しながら対応しているというところです。  

 以上です。  

○村田委員   これは先生の心のストレスということなんですけれども、教員がス

トレスを持つと、やっぱり子供の教育に随分と影響があるということを私は聞いて

おるんですね。ですから、そういうことからすると、ちょっと幅を広げるかもわか

らんけれども、子供の不登校につながったり、いじめもあるんでしょうけれども、

不登校につながったりすることがあるとよく聞きますけれども、そういった面では

やっぱり教員は心身ともに健全であってほしいなとお願いをするもので、その辺の

ところは特に重点といいますか、その辺、ウエートを置いてやっていただくようお

願いを申し上げたいなと。  

 それと、現在、各学校での不登校の実態を教えていただけますか。あったとした

ら。ないとは思いますけど。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   今、不登校の状況ですけれども、今中学

校のほうで、済みません、正確な数字はあれなんですけど、２名ないし３名の子が、

今、教育委員会の上のあおさぎ教室というのがございますので、そちらへ来て、ま

た学校のほうへ登校してというような生徒もいらっしゃいますし、そういった形で

なかなか学校へ行きづらいなということであおさぎのほうへ来られている数何名か

の中学生と、小学生につきましては、１学期は２名ほどおったんですけど、現在の

ところ、今こちらのほうへ来ておる児童はいませんが、本当に学校とのいろいろと

連絡を取り合いながら、不登校の児童・生徒、あと保護者とのかかわりの中で。今

スクールカウンセラーもそうですし、スクールソーシャルワーカーの方も随分入っ

ていただきまして、いろいろ本当に相談窓口として活躍していただいておりますの

で、何とか本当にみんなで支えていけるようにいきたいと思います。  

 以上です。  
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○村田委員   そういう実態だというのは聞きましたけれども、原因は何でしょう

ね。わかりますか。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   本当に、これが原因でそれを改善したら

すこんと変わるということができれば、本当に僕らもありがたいですし、いろんな

要因がございまして、確かに友達関係であったり、あるいは、やっぱりそれぞれの

本当に一人一人の持っているいろいろな個性的なこともあると思いますし、いろん

な要因がございますので、それこそやっぱりそれを先ほど言いました学校だけじゃ

なくて、外部の方からの意見などもいただきながら、探りながら本当にちょっとで

も改善するようにやっているというのが現状です。  

○村田委員   今、友達関係とか性格、もちろん御本人の性格はあるでしょう。し

かし友達関係ということになれば、これは発覚していないし、そういうことは起こ

ってはならないんですけれども、いじめという問題がありますよね、友達同士の。

そういったことを見かけているというような情報はないんですかね。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   いじめにつきましては、もう本当に、昔

というか、本当に僕らが若いころからに比べれば、今本当にいじめられた本人が申

し出ればというか、本人がいじめられたという感じ、思いを持ったならば、それは

学校全体としていじめとして認定して取り組んでいこうという、今そういうシステ

ムになっておりますので、そういう市の教育委員会のほうにも各学校からそういう

事案があった場合はすぐに上げていただくようになっていますので、あればすぐに

対応するようにしています。  

○村田委員   何回も済みません。本人の申請でそういうことになるということな

んですが、そうなるとやっぱり訴えられた子が、そんなつもりでやっているんじゃ

なくて過度にやられたと感じて申請をする、それをもって学校とか教員が指導する

ということになれば、逆に今度は加害者のほうを変な形で指導してしまうというよ

うなことになりますので、その辺のバランスというのは各学校の先生方、お偉い人

ですから十分認識をされておるとは思いますけれども、特にその辺を一つよろしく

お願いします。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   ありがとうございます。本当に子供を大

事に思うのは、加害の立場であっても、被害の立場であっても、子供というのは必

ず変わります。我々、教師は子供に接するときに、決めつけてこういうものだとい

うことは絶対にあかんことやと私自身も思っています。ですから、もちろんそのと

きには被害者であっても、今度は加害者になる立場というのもそれぞれみんな持っ
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ていると思いますし、だから一方的にそんな責め立てて、そういうようなことをす

るようなことを現場では決して行っておりませんし、またこれからもそんなことを

自分たちも配慮しながらしていかないかんと思いますので、ありがとうございます。  

 以上です。  

○三鬼（孝）委員長   よろしいですか。  

 他に。  

○野田委員   総務課のほうの、資料１の学びのサポートのところなんですけれど

も、臨時職員数として、尾鷲小学校１名、宮之上小学校１名という形になっている

んですが、実態というか、どのような、ボランティアでやっていただいていると思

うんですけれども、ここら辺は非常に大事な部分かなと思いますので、今後のカリ

キュラムじゃないですけれども、どのような形で、今どのような状態なのかという

ことだけ教えていただけますか。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   学びのサポートにつきましては、時間の

先生ですので、教員免許を持たれた、いわゆる市として学びのサポーターというこ

とで、１２時間と２５時間と２名の方、それぞれ時間数は違うんですけれども、各

学校のほうで、特にいろいろ支援をしなければいけない子供たちというのも普通学

級にもたくさんおります。ですから学びのサポーターということで、主にティーム

ティーチング、担任と先生と学びのサポーターが入ることによって、学習の状況が

わかりにくい子がおったり、あるいは支援せなあかん子がおったりということで、

そういう子への対応ということでそれぞれやっていただいております。  

○野田委員   １名、１名ということですので、手薄というか、やっぱりもっとそ

この児童の方が意欲の出てくるような体制というのが必要なのかなという割には１

名、１名ですもので、どのようなニーズというのがあるのかなと思いましたもので

すから。  

 以上です。  

○三鬼（孝）委員長   ほかございますか。  

○奥田委員   ちょっと決算の関係ないんですけど、先ほどの村田委員の質問の中

で、調整監がいじめとして本人が感じたらいじめとして認定するということですけ

ど、例えば本人がいじめとして感じなければいじめとして、ちょっと揚げ足取るよ

うで申しわけないけど、いじめとしてとらないということになるんですかね。ちょ

っと済みません、そこら辺、聞いていてちょっと違和感があったもので。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   決してそんなことはありません。周りか
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ら見ていてもあきらかにおかしいとか、そういうものもあきらかに対応すべきこと

だと思いますので。やっぱり本人がそれを申告する場合もありますし、多くは周り

の友達から入ってくることもいっぱいありますので、そういうふうに判断しますね。  

○奥田委員   僕、きのうも尾鷲中学校の体育祭をのぞきに行きましたけれども、

先生方、きのう６時半に皆さん集合だったらしいですね。水抜きして、大変な御苦

労されているなという気がするんですけれども、僕、いじめとかねたみって大人の

世界でもいっぱいあるじゃないですか、僕大人が悪いんじゃないかなと思うんです

よね。子供らも、僕らもきのう見ていて子供らのために何かせなあかんなと思うん

やけれども、いじめとかねたみとかなければいいなと思うけれども、大人の世界が

どないなっておるんか、もう僕なんかも言うてはあかんけれども地元新聞社でも嫌

われまくって、僕はいじめとは感じていないんですけど、全然感じていないけれど

も、いじめられておるんじゃないかとよく言われるんですよ、市民の方がね。だっ

て一般質問も乗らないんですもん、僕だけね。  

○三鬼（孝）委員長   奥田委員、その辺のところで控えてくださいよ。  

○奥田委員   尾鷲市も、ちょっと切られましたね今、やっぱりマスコミも含めて

僕どうなんかなと。尾鷲市の大人の世界がきちっとしないことには、子供だけにい

ろいろ責任のなすりつけ、子供だけしっかりせいと言うても、調整監どう思います

か、先生方も大変だと思うし、先生方の中でもいろいろあると思うし、人間関係、

難しいけれども、人間関係いろいろ難しいと思いますけどね。僕らもほんま考えな

あかんなと思いますよ、本当ね。  

○大川教育総務課学校教育担当調整監   今、奥田委員おっしゃったことは、僕も

前々からずっと思っています。大人が見本を見せろとよく言うんですけれども、子

供にきれいなもの、正しいこと、こういうことなんだって押しつけて、子供だけに

それを求めるのは、それは僕自身もあかんことやなと前からずっと思っています。

だから自分自身はやっぱり子供に接するときには誠実でありたいし、いろんなでき

ることにしても、やっぱりそういう心を持ってすべきやと思いますので、これから

もそういうことは考えながらやっていきたいと思います。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   なければ、これで教育総務課の審査を終了いたします。  

 午後は１時３０分から生涯学習課の審議を行いますので、よろしくお願いいたし

ます。  
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 休憩します。  

（休憩  午後  ０時１５分）  

 

（再開  午後  １時２６分）  

○三鬼（孝）委員長   午前中に引き続き行政常任委員会を再開いたします。  

 それじゃあ、議案第６１号生涯学習に係る審査を行います。  

 御質疑がある方は御発言願います。  

○野田委員   まず、生涯学習課のほうの質問ということで、事業評価が出ていま

したけれども、２５ある中で１８が生涯学習課の事業評価の項目でした。本当に大

変だなという気がしています。よく頑張ってくれておるんやろうなと思っています

ので、その分はちょっと敬意を表したいと思います。その中で……。  

（発言する者あり）  

○野田委員   いつもいつもええこと言う。  

 その中で、決算書を３１０から３１１のちょっと聞き漏らしてしまったのですけ

ど、報酬、補塡及び賠償金のところの１００万円が不用というところなんですけれ

ども、不用の５０万以上を見たらいいんです、これは該当なしと言われたんやけど、

何で。  

○野地生涯学習課長   これについては、熊野古道沿いに当然民有林がかなりござ

います。そういうところで、森林施業をする場合に、熊野古道の歩く方との干渉が

生じるということで、以前は交通の案内人というか、そういうふうな形をしたり、

そういうふうなことで対応したことはございます。そういうふうな、森林施業との

絡みが出たときへの補塡用として、いつも１００万円を予備費として御用意してい

るものです。  

○野田委員   こういう予備費なんですか。何が言いたいかというと、決算書で見

ても予算のときもちょっと話させてもらったんですけど、熊野古道事業というのが

そういう項目がないものですから、たくさんの事業として柱があるんですけれども、

これの中に世界遺産熊野古道保全事業というのがＡという評価もありますので、そ

こら辺もやっぱり柱がたくさんあってＡというのはいいんですけれども、やっぱり

もう一個踏み込んだ事業施策というものが必要じゃないのかなと思いましたので、

今後そのようなちょっと期待を込めて質問させていただいているんですけど。  

○野地生涯学習課長   保全については、毎年５名の方に各４峠をずっと見てもら

って報告をいただき、それで職員の対応、去年もかなり倒木が、台風が多くて、対
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応を職員が中心となってそういう対応もさせていただいています。  

 今後も、当課として一番重要なのは保全と継承というふうなことがありますので、

その点についても、継承の面では子供たちへの熊野古道講座の開設とか、そういう

ふうなことも含めて両面で頑張っていきたいと思います。  

○野田委員   もう一ついいこと。私の肌感覚なんですけれども、わんぱく子育て

推進事業、親子天文サイエンス教室とか天文科学館の管理運営事業、本読み子育て

推進事業、図書館管理運営事業、わんぱく子育て推進事業という、こういうところ

というのは非常に力が入ってきているのかなと、僕、評価しているんですけれども、

その中でちょっと主要施策の成人式事業については、もう事業評価がＡという形に

はなっているんですが、もっと地元だけで終わることなく、やっぱり外に出ていた

二十歳の人なんかの意見ももっと入れて、尾鷲を客観的に見る成人式というのがあ

っていいのかなと思うんですが、課長どうですか。  

○野地生涯学習課長   この件については、新成人の方で実行委員会を組んで、こ

こ数年、もう新成人の方主体でやらせていただいております。  

 その中でいろんな呼びかけもしながら、外の方への呼びかけも、地元に残ってい

る方、新成人の方からも含めてそういうふうなこともありますので、多様な方々が

入ることも含めて今後検討してまいりたいと思います。  

○野田委員   よろしくお願いします。以上です。  

○内山委員   実績報告書の１０４ページなんですが、年間総利用者数、平成２９

年度が１ ,４０４名で、今回２ ,７６６名ということですごい成果が上がっておるん

ですが、これの大きな要因というのは何でしょうか。  

○野地生涯学習課長   もちろん各校の来館や出前学習会、これも尾鷲の小学校全

て来ていただいておりますし、紀伊長島の西小や東小さんも来ていただいたり、そ

ういうふうなこともふえてきているのもあります。  

 それと一番大きいのは、講座体験教室というのがあって、実は天文科学館という

ふうな名前なんですけれども、夜の観望だけだとどうしても曇天のときも多くて、

人も少ないと。昔は、中電の方が設置したこういう自転車でこぎながらランプがつ

くとかそういうふうなものもあったり、いろんな科学館的な要素もございました。  

 そういうふうなことも含めて、昼間にいろんな化石を採取したり、鉱石を磨いた

り、そういうふうな講座もしているのが非常に大きな要因かと思います。  

○内山委員   天文科学館というのは立地は中村山の頂上ということで、明るいイ

メージにもつながると思いますので、どんどん進めていただきたいと思います。あ
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りがとうございます。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

○楠委員   じゃ、またシリーズで質問します。  

 実績報告書の１１１ページ。須賀利、小池の保全事業、昨年も委員さんの皆さん

がいろいろ検討されているんですけど、成果のところにこれからの保全活用の方針

について話し合った、方針を何年ぐらい話するのか、それとも実施に向けた計画を

考えているのか、その辺をちょっとお答え願いますか。  

○野地生涯学習課長   委員会の中で昨年も検討する中で、やっぱり今楠委員おっ

しゃっていただいたような形で、計画をつくっていくべきだというふうな話もござ

いますので、具体的な事業計画についても、保全の事業計画についても素案をつく

っていくというふうな方向で、今後考えていきたいと思います。  

○楠委員   何年もかけて検討されていることなので、実施に向けた計画をしっか

りつくってほしいなというふうに思いますね。特に須賀利にはいろいろな方が活動

し始めてきて、いろんな方が来られるチャンスがある、そういうときにこういう立

派な国定公園の自然のものを見せるということも尾鷲市のためにはなると思うので、

ぜひ活用計画だけじゃなくて実施に向けて、予算取りはすごい難しいかもしれませ

んけど、しっかり第三者にも見えるような計画書をつくってほしいなというふうに

思います。  

○三鬼（和）委員   成果のほうの１１２ページなんですけど、郷土資料室費で、

金額はそんなに大きくはなくて、古文書とかはいろいろやられているんですけど、

保存とか文書とかのデジタル化とか、そういったものというのは計画はないんです

か。現在あるものを保存していくというか、保存するような状況にしていくかとい

うことがここ何年かやられてきたと思うんですね。虫に食われないようにとか。  

 あと１点、前、当時の職員に聞いたことがあるんですけど、杉田市政のときに５

０周年かなんかのときに、簡易尾鷲市史、いろいろ尾鷲市史とかある中で、そうい

ったのを記念品につくったということがあって、それは当時はワープロでしたけど、

そういったものに集計しておるので、若干間違いとかもあったみたいなんですけど、

それを続きしていくと、尾鷲市の歴史というのか、昭和史というのも、ちゃんとわ

かるようにそういった保存ができるのではないかという、職員に聞いたことがあっ

て、一般質問かなんか、委員会かなんかでも尋ねたことがあるんですけど、そうい

った作業というのは今回のこの１年の予算と事業の中では取り組まれなかったんで

すか、どうなんですか。  
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○野地生涯学習課長   実は古文書室２階と１階にも保存庫があるんですけれども、

そういうふうなところが今かなりさまざまなものが入っておりました。ただし、学

芸員を１人採用して、その中で若い学芸員のほうと、あと民間のボランティアの方

も少し手伝っていただいているんですけれども、そういう方々と整理をさせていた

だいております。その整理をしたものを、尾鷲の風土記展とかということで展示を

するというふうな形になっておるので。  

 それともう一つ、デジタル化というふうなことなんですけれども、エクセルでそ

ういうふうなことをきちっと整理をして、その中で検索をできるような、それによ

ってまた活用も進んでいくと思うんですけれども、そういうふうな作業は地道に学

芸員のほうでしておりますので、そういうものをまた発展させていきたいなという

ふうに考えております。  

○三鬼（和）委員   以前でしたが、伊藤良氏がつくられた尾鷲の村々とかもあわ

せて、そういう年表式に、そういった尾鷲の風土記というんかな、それをつくって

いただくと子々孫々まで尾鷲のこれまでの隆盛をきわめた、それから厳しい時代が

あったとかも含めてよくわかって、それって未来の人に対してもこれまで尾鷲がど

のように培われてきたかというのは大事なことだと思いますので、ぜひそれをする

と同時に、郷土資料館の事業として周囲の目にも触れるような機会というのか、そ

れを展示だけじゃなくて、フェアみたいな、尾鷲市フェアみたいな感じで取り組ま

れて、全ての者が尾鷲のことを知るということから、やっぱり原点を知るというこ

とがなかったら、幾ら新しい町おこしとか云々、ちょっと分野が違うとは思うんで

すけど、そういったものがなければ、やっぱり新しいことを言っても、古いことを

知らない人が新しいこと言っても、それが土台になっているかどうかということも

違うと思うので、若い人にも見ていただくということで、そういったこと、予算づ

け等、事業として強化してほしいなと思うんですけど、どうですか、その辺は。  

○野地生涯学習課長   今、徐々に尾鷲の風土記というのも２年目に入ってやって

おります。そういうものでやっぱり三鬼和昭委員が言われるような形で、資料が随

時そろってきておりますので、そういうものを何らかの形で残していく、そういう

ふうな作業も必要かと思いますので、徐々に蓄積されたものを残すような作業も取

り組んでいきたいと思います。  

○三鬼（和）委員   あと一点、これまでだと製本化しなくては、製本じゃないと

市民の方が見られないということがありましたけど、今はホームページなりなんな

りでそれをして、誰でも市内外の人も含めて市民も含めて検索すれば、その時代の
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ものを読み取れるとかということができる時代ですので、そういったことも含めて

情報発信ということで、尾鷲のやっぱり魅力発信ってことで、そういったことにも

ちょっと踏み込んでほしいなと思うんですけど、その辺はどうですか。  

○野地生涯学習課長   確かに、今までは紙媒体というふうなことでしたけれども、

今後はデジタル化すれば、その辺は予算も少ない中でできるというふうなこともあ

るかと思いますので、そういう方面も含めて検討してまいりたいと思います。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

○奥田委員   済みません。ちょっと予算の流用のことをお聞きしたいんですけど、

済みません、決算の最初に出てきているね。  

 例えば、２９７ページの社会教育総務費がありますでしょう。これって流用を僕

見ると、９款の教育費の中で５１万あるんです、何箇所かあるんですけど。例えば

２９７ページですと、流用、天文科学費から３万円、社会教育総務費、よそから流

用が３万入ってきて、４万２ ,０００円外へ出ていっているんですよ。それにもか

かわらず不用額が５８万９ ,０００円出ていますでしょう。この辺のちょっと意味

がよくわからないんですわ。言っている意味、わかりますかね。  

○野地生涯学習課長   例えば、奥田委員がおっしゃられた２９７ページの３万円

については、見守り子育て推進事業の印刷製本費のほうに流用をさせていただいて、

子育てに係るパンフレットとかをつくらせていただいているというふうな形があり

ます。そういうふうな形で、交付金の中も含めて流用させていただきながら、活用

をさせていただいているというふうなところがございます。  

○奥田委員   ただ、不用額が残っていますでしょう。この中での予算でのやりく

りというわけにはいかないんですか。  

○野地生涯学習課長   天文科学館のところの部分から流用をさせていただいて、

その中の、天文科学館の中の地方創生交付金に係る部分から流用するというふうな

形で、こちらの社会教育のほうに、天文サイエンスのほうからこちらの見守り子育

てのほうに流用するというふうな形で、同じ交付金の中で清算をさせていただいて

いるというふうな形になります。  

○奥田委員   ちょっとわかりにくいんですけどね。何で不用額が残っているのに

なという感じがするんですけど。  

 それともう一個、例えば、２６９ページのところで、教育費の教育事務局費のと

ころから教育総務費やな、ここから社会教育費とか保健体育費とかに流用しておる

じゃないですか。この辺は大丈夫なんですか、地方自治法で考えると、目節は構わ
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んけれども、款項はだめでしょう、基本的に。その辺は大丈夫なんですか、これは。  

○野地生涯学習課長   こちらについては、教育総務のほうで人件費に当たるもの

をこのような形で流用させていただいているというふうな形になるかと思いますの

で、それについては、教育総務のほうで調整をきちっと整理をした上で、このよう

な形にさせていただいているかと思います。  

○奥田委員   じゃ、これ全部、人件費なんですね、この事務局費から流用してい

るのは。人件費は構わないのかな、項をまたいでも、ということなんですかね。人

件費は厳しくなかったですか、ような気がしたものですから。  

○三鬼（孝）委員長   生涯学習課長、流用の人件費について自治法上どうなのか、

また後で答弁できるようにお願いします。  

○村田委員   決算書の３１９ページなんですが、一番下の竣工検査手数料、文化

会館の修繕料に係る竣工検査料かなと思うんですが、これどういうあれですか。  

○野地生涯学習課長   これは、電力ダウンが一度体育文化会館で起きまして、そ

れについては、最後工事が終わった後に検査をして確認をとらないといけないとい

うふうなことが生じまして、そのための手数料でございます。  

○村田委員   そうすると、電力使用量の監視の形で一遍ダウンしたものですから、

もう一回復旧して、完全になっているかという検査をしたということ。特殊なやつ

ですね。  

○野地生涯学習課長   はい。  

○村田委員   わかりました。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

○三鬼（和）委員   ３１６、１７ページの１９節なんですけど、この際、他市町

公営プール利用補助金４５５万１ ,１９０円について内訳というか、それを教えて

ください。  

○野地生涯学習課長   実際の利用は、昨年度１回だけでも使った方というのは２

８０人余りおられます。これが、もちろん毎月持ってこられる方もおりますしとい

うふうな形になりますので、そう考えると、多分もう１ ,０００人を超える方々が

利用しているというふうな形になります。一回でも、利用者数というふうな意味で

は２８０人余りというふうな形になります。  

○三鬼（和）委員   そういうカウントするんでしたら、全利用者数も数字で言っ

てください。  

○野地生涯学習課長   全利用者数というふうな、利用者の数というか件数という
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意味ではちょっと出ておらないんですけれども、２８０人余りの方が利用されて、

それがほぼ毎月出している方が非常に多いというふうな今状況であります。  

○三鬼（和）委員   今言われている事業について、主要施策の成果及び実績報告

に載せる必要がないのかな、あるのかな、実績表に。  

○野地生涯学習課長   今の市町公営プール利用補助金については、１１５ページ

の主要施策のスポーツ振興事業の中に含まれております。  

○三鬼（和）委員   先ほど委員長言われましたように、本市、プールがない中で

振興策としてやっておられるもので、予算づけのときから単独でやっぱり事業計画

のところと実績が出るようにしておいていただいたら聞く必要もないと思いますの

で、次のときには１年おくれになるのかな、検討を願いたいと思います。  

○三鬼（孝）委員長   他にございますか。  

 なければ、これで生涯学習課の議案第６１号に係る審査を終了します。御苦労さ

んでした。  

 暫時休憩します。  

（休憩  午後  １時４８分）  

 

（再開  午後  １時５１分）  

○三鬼（孝）委員長   休憩前に引き続き行政常任委員会を再開します。  

 それでは、水道事業会計決算の審査を行います。よろしくお願いします。  

○尾上水道部長   水道部です。よろしくお願いします。  

 それでは、議案第６６号、平成３０年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の

処分及び決算の認定について説明させていただきます。  

 初めに、平成３０年度決算の業務実績の概要について説明させていただきます。  

 損益計算上の給水収益は４億７ ,２３０万９ ,７６１円で、前年度と比較しますと、

１ ,８１６万３ ,８５３円の減額で、前年比約３ .７％の減となりました。  

 内訳は、上水道収益では１ ,５５１万２ ,８８９円の減額、前年比約３ .７％の減。

簡易水道収益では２６５万９６４円の減額で、前年比約３ .９％の減となりました。  

 それでは、平成３０年度尾鷲市水道事業会計決算書から説明させていただきます。  

 なお、さきの本会議の提案説明におきまして決算書の説明をいたしましたので、

重複する部分は概略を説明させていただきます。  

 １ページをごらんください。  

 （１）収益的収入及び支出については、収入の第１款水道事業収益の決算額は５
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億４ ,８４９万３ ,６２１円で、予算額より２２０万９ ,６２１円の増となりました。  

 次に、支出の第１款水道事業費用の決算額は５億１ ,９３８万５ ,２７１円で、１ ,

５４７万１ ,７２９円の不用額が生じております。  

 続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出についてですが、収入の第１

款資本的収入の決算額は１ ,９６１万４ ,８４０円で、予算額より１５３万４ ,８４

０円の増となりました。これは、給水加入金等の増によるものであります。  

 次に、支出の第１款資本的支出の決算額は２億６ ,８０４万１ ,１６３円で、不用

額が７０７万７ ,８３７円となっております。また、資本的収支において収入額が

支出額に対して不足する額２億４ ,８４２万６ ,３２３円は、下段に記述してありま

すように、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留

保資金、減債積立金で補塡いたしました。  

 次に、５ページの損益計算書をごらんください。  

 科目別の詳細につきましては、後ほど説明させていただきます。  

 １、営業収益４億７ ,５９６万５ ,００７円から２、営業費用４億３ ,１６５万５ ,

０１９円を差し引いた４ ,４３０万９ ,９８８円が営業利益で、これに３、営業外収

益３ ,４６９万２ ,９７１円を加え、４、営業外費用５ ,４１０万２ ,２７０円を減額

いたしますと、今年度は２ ,４９０万６８９円の経常利益となりました。この経常

利益から６、特別損失２９万２ ,２６１円を差し引いた当年度純利益は ,２ ,４６０

万８ ,４２８円となり、この当年度純利益に前年度繰越利益剰余金２億９ ,７５９万

８ ,７４８円を加え、減債積立金の使用に伴い発生する、その他未処分利益剰余金

変動額４ ,４４４万６ ,０４４円を合わせた額３億６ ,６６５万３ ,２２０円が当年度

未処分利益剰余金となります。  

 次に、６ページの剰余金計算書をごらんください。  

 資本金は前年度の処分額９ ,２６１万３ ,１４１円を加え、当年度末残高は１９億

１ ,０６４万８ ,３３２円となっております。資本剰余金の部では、工事負担金から

その他資本剰余金までの資本剰余金合計は、前年度末残高と同額で４ ,６８２万３

８８円となります。利益剰余金の部では、減債積立金は今年度の補塡財源として４ ,

４４４万６ ,０４４円を使用したため、当年度末残高は２億４５２万４９８円とな

り、建設改良積立金は前年度末残高と同額となります。未処分利益剰余金の当年度

末残高は、先ほどの損益計算書で説明いたしました当年度未処分利益剰余金３億６ ,

６６５万３ ,２２０円で、利益剰余金合計は６億４ ,７６０万９ ,６７４円となりま

す。  
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 次に、７ページの尾鷲市水道事業会計剰余金処分計算書（案）につきましては、

利益の処分について本議案において一括して御審議をお願いするものであり、当年

度未処分利益剰余金３億６ ,６６５万３ ,２２０円のうち、減債積立金の使用に伴い

発生したその他未処分利益剰余金変動額と同額分４ ,４４４万６ ,０４４円を資本金

へ組み入れ、残額の３億２ ,２２０万７ ,１７６円を翌年度へ繰り越ししようとする

ものでございます。  

 次に、貸借対照表に移ります。８ページから１０ページをごらんください。  

 まず資産の部でありますが、１の固定資産は、（１）有形固定資産から（３）投

資その他の資産までの合計で５２億５ ,０６１万７ ,３１９円であります。  

 ２の流動資産は、（１）現金預金から（４）その他流動資産までの合計で７億６ ,

４５３万８ ,９９２円で、資産合計は６０億１ ,５１５万６ ,３１１円となります。  

 ９ページの負債の部ですが、３の固定負債は、（１）企業債と（２）引当金の合

計で、２７億６ ,１０３万６ ,０６２円となります。  

 次に、４の流動負債の（１）企業債から（４）その他流動負債までの合計２億８ ,

１４７万６ ,５０３円と、次の５の繰延収益３億６ ,７５７万１ ,２０２円を合わせ

た負債合計は３４億１ ,００７万７ ,９１７円となります。  

 １０ページの資本の部では、６、資本金といたしまして１９億１ ,０６４万８ ,３

３２円、７、剰余金として（１）資本剰余金４ ,６８２万３８８円、（２）利益剰

余金は減債積立金２億４５２万４９８円、建設改良積立金７ ,６４３万５ ,９５６円

と、当年度未処分利益剰余金３億６ ,６６５万３ ,２２０円を加えた６億４ ,７６０

万９ ,６７４円となり、資本剰余金と利益剰余金を加えた剰余金合計は６億９ ,４４

３万６２円で、資本合計は２６億５０７万８ ,３９４円となります。負債資本の合

計は６０億１ ,５１５万６ ,３１１円となり、８ページ、二重線を引いております資

産の合計の額と一致しております。  

 次の１１ページ、１２ページは、会計処理の基準及び手続を注記として明示して

おります。  

 続きまして、１３ページからの決算付属書類、平成３０年度尾鷲市水道事業報告

書につきましては、１９ページ以降の平成３０年度尾鷲市水道事業会計収益費用明

細書で一部御説明申し上げます。その他の内容につきましては、後ほど御参照くだ

さい。  

 次に、１８ページの平成３０年度尾鷲市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

をごらんください。  
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 １、業務活動によるキャッシュ・フローは、当年度純利益から非現金支出項目と

流動資産、流動負債の増減を調整して、通常の業務活動の実施に係る資金の状態を

間接法で表示しており、業務活動により資金が２億３ ,７０５万３ ,８５５円ふえた

ことをあらわしております。  

 ２は固定資産の取得など、将来に向けた運営基盤確立のための投資活動に係る資

金の状態を示す投資活動によるキャッシュ・フローであり、固定資産の取得による

支出、一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入及び工事負担金の受け

入れによる収入の項目を表示し、投資活動に資金を６ ,８８３万６ ,６１１円使った

ことを示しております。  

 ３、財務活動によるキャッシュ・フローは、企業債の借り入れ、償還などの資金

調達による資金の増減をあらわしており、資金が１億９ ,００５万９ ,５３０円減っ

たことを示しております。  

 ４は１から３までの合計で、資金が２ ,１８４万２ ,２８６円減ったことを示して

おります。  

 ５、資金期首残高は、期首の現金預金残高であり、平成２９年度決算の現金預金

同額の７億７ ,５４２万２ ,７９１円となっており、これに４、資金増加額を加えた

６、資金期末残高７億５ ,３５８万５０５円は、８ページの平成３０年度尾鷲市水

道事業会計貸借対照表の現金預金額と一致しております。  

 １９ページをごらんください。  

 水道事業収益、営業収益のうち給水収益４億７ ,２３０万９ ,７６１円は、上水道、

簡易水道料金で、前年度と比較いたしますと１ ,８１６万３ ,８５３円の減収となり、

約３ .７％の減となりました。  

 受託工事収益はございませんでした。  

 他会計負担金は、公園、墓地等、用水等負担金でございます。  

 その他営業収益は手数料と材料売却収益等で、給水工事申請時の設計審査及び工

事検査料等と直結止水栓メーターボックスの材料売却の収益でございます。  

 営業外収益では預金利息が１４万７ ,２０１円、他会計補助金は簡易水道事業の

企業債支払利息に対する一般会計からの補助金でございます。  

 次の長期前受金戻入は、固定資産の取得または改良に充てられるための補助金等

を長期前受金として負債に計上した上で、その補助金等が充てられた資産の減価償

却及び除却に合わせて収益化していくもので、１ ,７６４万８ ,６０５円となってお

ります。  
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 次の資本費繰入収益につきましては、長期前受金戻入同様、固定資産の取得また

は改良に充てるために起こした企業債元金償還に対する一般会計からの補助金で、

各事業年度における当該償却資産の減価償却額と補助金の差額が重要でない場合は、

長期前受金ではなく、繰り入れ時に一括収益できるため、資本費繰入収益として一

括収益化したものです。  

 次ページのその他雑収益は、紀勢国道事務所熊野尾鷲道路出張所、樋ノ口の分で

すが、及び矢浜保育園に貸し付けをしている用地賃借料でございます。  

 続きまして、支出でございますが、２１ページの水道事業費用、営業費用のうち

原水及び浄水費になりますが、給料から雑費までの合計８ ,０３３万４ ,７７５円の

うち３名の人件費のほか、主なものは委託料として電気工作物の保安管理業務、各

配水池施設の設備保守点検業務、水質検査業務委託料を支出しました。  

 手数料は簡易水道の毎日水質検査が主なものでございます。  

 次に賃借料ですが、これは矢浜取水井導水管埋設用地賃借料でございます。  

 修繕費につきましては、各施設の維持、修繕に係る支出でございます。  

 動力費については、上水道及び簡易水道、浄水場施設の電気料でございます。原

油価格の高騰により動力費が増加し、前年に比べまして１６３万８ ,２９４円の増

額、５ .３％の増となっております。  

 続きまして、２２ページをお願いします。  

 配水及び給水費ですが、給料から雑費までの計４ ,５５１万３ ,１７２円のうち３

名の人件費のほか、主なものを御説明いたします。  

 委託料は、水道施設管理システム保守点検、情報更新等の実施により、昨年度に

比べ１１０万９ ,６００円の増額となっております。  

 修繕費につきましては、配水管の漏水等修繕費でございます。  

 動力費は、上水道及び簡易水道、配水施設の電気料でございます。  

 材料は公道ボックスなどで、修繕に伴う材料費でございます。  

 受託工事費については、支出はございませんでした。  

 次に、２３ページをお願いします。  

 業務費につきましては、備消品費から雑費までの計４ ,０１３万７ ,５２７円のう

ち、主なものとしましては委託料で、これは、窓口及び検針収納業務委託料等でご

ざいます。  

 手数料は、水道料金に係る口座振替手数料等でございます。  

 次に、修繕費でございますが、これは計量法に基づく揚水機の交換修繕料等でご
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ざいます。  

 続きまして、総係費につきましては、給料から雑費までの計４ ,２２４万７ ,８０

７円のうち４名の人件費のほか、主なものを御説明いたします。  

 委託料は、水道事業経営戦略策定支援業務や会計システムの保守及び庁舎警備な

どの業務委託で、賃借料では会計システムリース費が主なものとなっております。  

 ２４ページの貸倒引当金繰入額は、固定資産及び流動資産に計上されている貸倒

引当金に繰り入れられた分であり、将来の金銭債務の貸し倒れに備えて、取り立て

不能見込み額を費用として計上しております。  

 次に、減価償却費として２億１ ,３８５万７ ,５８４円、資産減耗費につきまして

は、矢ノ浜浄水場４号井撤去による固定資産撤去費５８５万６ ,０００円と固定資

産除却費として３３４万９ ,９９４円を支出しており、その他営業費用として材料

売却原価３５万８ ,１６０円をそれぞれ支出しております。  

 次の、営業外費用の支払利息５ ,４１０万２ ,２７０円は、備考欄のとおりの企業

債利息の支出となっております。  

 次ページの特別損失、過年度損益修正損２９万２ ,２６１円につきましては、漏

水等による還付金が主なものでございます。  

 ２６ページに移りまして、資本的収入ですが、給水加入金３０５万円は上水道３

０件、簡易水道２件の給水設備新設等に係る加入金収入でございます。  

 次に、負担金１３２万８４０円は、消火栓設置２基分の一般会計負担金でござい

ます。  

 企業債につきましては、三木浦・古江・賀田・曽根地内の配水管布設替え事業に

対する借入金１ ,５００万円でございます。  

 続きまして、資本的支出のうち建設改良費では、固定資産購入費として機械装置

費で量水器、工具器具備品費でパソコンを購入しております。  

 上水道施設整備費では工事請負費として、中川地内配水管布設替え工事ほか、４

件の工事費でございます。  

 また、簡易水道施設整備費では、工事請負費として早田地内配水管改良工事ほか、

６件の工事費でございます。  

 次の企業債償還金は、企業債元金の償還金でございます。  

 次ページの２７ページから３０ページには、有形無形固定資産明細書、投資明細

書及び企業債明細書、最終の３１ページには上水道簡易水道別の損益計算書を添付

してございます。  
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 決算書の説明については以上でございます。  

 続きまして、行政常任委員会資料について御説明させていただきます。通知をし

ますのでごらんください。  

 資料の１ページをごらんください。  

 未収金明細書は決算書８ページの貸借対照表の２、流動資産の（２）未収金の水

道料金分１ ,０１５万６ ,１３６円と、年度を越え６月まで定期預金を預け入れたた

めの受取利息分１４万７ ,２０１円の明細であり、水道料金の内訳は、上水道現年

度分７８５万３ ,３４９円、過年度分４０万５ ,５１４円、簡易水道現年度分として

８８万４９３円、過年度分としまして１０１万６ ,７８０円となっております。  

 なお、表の一番下、総合計画の米印にありますように、未収金の合計は１ ,０３

０万３ ,３３７円となっており、決算書と５０万円の差額がありますが、これは未

収金のうち５０万円を回収の見込みが低い実績より勘案した破産更生債権と位置づ

け、同額を貸借対照表の１、固定資産の（３）投資その他の資産の破産更生債権等

の貸倒引当金５０万円として計上いたしております。  

 滞納整理につきましては、滞納整理結果表に記載のとおりでございます。  

 ２ページは、令和元年７月３１日現在の年度別水道料金未納者数、未納金額表で

あります。  

 ３ページをごらんください。  

 貯蔵品在庫調書と未払金明細書を添付してございます。未払金明細書につきまし

ては、決算書９ページ、貸借対照表の負債の部、４、流動負債のうち未払金４ ,５

５１万７９９円の明細となっております。  

 ４ページには、目別職員給与費明細書を添付してございますので御参照ください。  

 ５ページをごらんください。  

 経営戦略策定時の投資・財政計画に、２０１８年度決算と２０１９年度当初を反

映させたものです。網かけをしている部分が変更したところでございます。２０２

０年度と２０２１年度の料金収入のみ当初ベースに変更、毎年上水２％、簡水３％

減額し、料金改定を見込んでいる２０２２年度以降は当初計画のままとなっており

ます。  

 当初計画と比較して、２０１８年度の当年度純利益が見込みより２ ,４０４万１ ,

０００円増額の２ ,４６０万９ ,０００円となったことと、２０２０年度と２０２１

年度の料金収入が、あわせて２ ,９８８万２ ,０００円増額となったことなどにより、

計画最終年度の２０２８年度の繰越利益剰余金が２億６ ,２０６万８ ,０００円とな
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り、５ ,７５７万３ ,０００円増額となっております。  

 ６ページをごらんください。  

 同じく当初の計画に、２０１８年度決算と２０１９年度当初予算を反映させたも

のとなっております。２０１８年度の補塡財源不足額がマイナスの６億３１６万４ ,

０００円と増額となって、計画最終年度の２０２８年度の補塡財源不足額は６ ,１

４８万３ ,０００円増額のマイナス４億８ ,４６６万８ ,０００円となり、２０２８

年度末の補塡財源残高は４億８ ,４６６万８ ,０００円となりました。  

 以上が、平成３０年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認

定についての説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいた

します。  

○三鬼（孝）委員長   ありがとうございます。  

 水道部長から議案第６６号、平成３０年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金

の処分及び決算の認定について説明がありましたので、御質疑がある方は御発言願

います。  

○野田委員   まず、決算書のほうの５ページのところですけれども、今回営業利

益が４ ,４３０万ということで前年度よりは減っているんですけれども、２９年度

決算よりは。その中で、費用のほうが今回前年度比較しかちょっと分析できないも

ので確認するんですけれども、営業費用が５８０万ぐらいふえておるというのは、

要は営業収益が減っているのにもかかわらず営業費用がふえておるというのは、ど

ういうふうに考えたらよろしいんですか。  

○尾上水道部長   営業費用がふえた要因につきましては、決算書の２４ページの

中段の資産減耗費、固定資産撤去費のところに、５８５万６ ,０００円と固定資産

撤去費とあると思うんですが、よろしいでしょうか、その分と、あとこれに係りま

すその上の無形固定資産減価償却費とあると思うんですが、５１０万８ ,０００円。  

 委員さん済みません、両方とも２４ページになります。２４ページの中段のもう

一度御説明させていただきますと、まず、目の減価償却費の無形固定資産減価償却

費５１８万円、これが水道管路システムの、マッピングシステムを２９年度に構築

したんですが、それの減価償却が３０年度から始まった分の費用です。  

 それと、その下の資産減耗費の固定資産除却費５８５万６ ,０００円、この二つ

が影響して、委員おっしゃる、前年に比べて費用が増加した要因となっております。  

○野田委員   この部分が営業利益率というか、圧迫する状態になるというふうに

判断してよろしいんですかね。営業収益は下がっていますけれども、この分が大き
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いのかなという気はするんです。  

 今後の減価償却費の見通しは、どのようになっていくんですか。  

○尾上水道部長   もともと、委員がおっしゃられた、前年に対しての費用の増に

つきましては、先ほど御説明した二つのうちの資産撤去費については、単年度で発

生したものでして、複数年、費用として増加する部分についてはその上の減価償却

費でございます。  

 ただ、これも二千数百万で入れたシステムが５年で減価償却されていきますので、

その間だけはこの分がふえる、あとはこれまでどおり有形固定資産の減価償却とあ

わせて推移していくということで御理解ください。  

○野田委員   それじゃ、その分だけ今回特殊要因という言い方はおかしい、四、

五年は減価償却が多少は上がるような状態だということですね。全体的に下がって

きておるのかなと思っていましたもので。  

○尾上水道部長   済みません、再度御説明しますと、特殊要因としては資産減耗

費の固定資産撤去費の５８５万６ ,０００円ということで御理解ください。  

○野田委員   大した話じゃないんですけど、この２５ページの過年度損益修正損

というような２９万２ ,２６１円というのが上がってきているんですが、この分の

内訳というのはどういう……。  

○森下水道部次長兼係長   済みません、そのうち６ ,２４２円というのが過年度分

の調停余りの分の減額、あと、それ以外は漏水による過年度分の還付金となってお

ります。  

○野田委員   あと、これのちょっと気になったところは、人的なところで、後ろ

のほうの附属明細なんですけれども、人が、技術者のほうが今回１名増になって、

事務職の方が減になっているんですけれども、１４ページです、１４ページのとこ

ろで、増減のところで、事務職員がマイナス１、技術職員がプラス１になっている

んですけど、これはいろんな仕事の内容が変わったということですか、水道事業部

としての。  

○尾上水道部長   水道部としての業務につきましては何ら変わりはありませんが、

人事の都合もありまして、その辺で事務職員が、一般的にいいますと技術の者に変

わったということです。そのことによる、水道事業の運営に対しての影響は全くあ

りません。  

○野田委員   以上です。  

○三鬼（孝）委員長   ないようでございますので、これで水道部の審査を終わり
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ます。  

（発言する者あり）  

○三鬼（孝）委員長   １点だけね。どうぞ。  

○奥田委員   今回、１７ページのところで現金・預貯金保管に関する事項で、定

期預金が出てきていますよね。これは、期末に定期預金が残っているということで

すよね。  

○尾上水道部長   奥田委員さんがおっしゃられましたとおり、１７ページの（３）

現金・預金保管に関する事項のところで、例年、一番上の普通預金のところの項目

だけで払わせておったのですが、今回、定期預金ということで４段ふえております。  

 これは、済みません、少しでも利息を確保したいということで、欲張ったことで

はないんですけれども、年度を越えて３６５日間定期にした結果、満期日が６月４

日となりましたので、その部分でこういうふうな形で表記となりました。  

○奥田委員   わかりました。去年まで出ていなかった分ですものね、定期預金ね。

わかりました。  

 それで、受取利息及び受取配当金の、これ全部受取利息だと配当金はないですよ

ね。受取利息だと思うんですけど、そう計算書も出てきている。１４万７ ,２０１

円というのは、全部定期預金の分なんですよね。普通預金というのは利息はあるの

か、そこだけちょっと教えてもらえますか。  

○森下水道部次長兼係長   ペイオフの関係で、全て決済性預金の預け入れをして

いるので、利息はなしになっています。  

（発言する者あり）  

○森下水道部次長兼係長   普通預金の利息はなし。はい、なしです。  

○三鬼（孝）委員長   最後にしてくださいね。  

○野田委員   最後です。最後です。さっき資料もらった分の２ページのところに

……。  

 今回平成３０年度に未納者数が１０８。未納金額が８０万５ ,５４５円になって

いるんですけど、今回これちょっと（聴取不能）わからないん……。人数が局地的

に多なってきておるんやけどこれ何か関係あるん。  

○尾上水道部長   今、野田委員さんがおっしゃった分につきましては、例年こう

いうふうな形になっておりまして、現年度未収金の分、特にクレジットとかコンビ

ニ収納の分がおくれて入ってくる分等が影響しておる加減で、なので１年度進みま

すと、２９年度以下に計数等、いろいろあると思うんですけど、金額と、それと同



－５９－ 

様の状態に戻るということでございます。  

○野田委員   平成１６年度、表なんですけれども、１件の４６万８ ,１９８円とか

いう形になっておるんやけれども、これについては時効になってしまっておるんじ

ゃないかと思うんやけど、どのように時効の中断をされておるんやろうか。  

○尾上水道部長   納付制約と納付により時効を中断して、分割納付をしていただ

いております。  

○野田委員   分割されておるということやね、そうしたら。  

 ありがとうございます。以上です。  

○三鬼（孝）委員長   他によろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（孝）委員長   なければこれで水道部の水道事業会計の決算の審査を終わ

ります。御苦労さんでした。  

 閉会いたします。御苦労さんでした。  

（午後  ２時２４分  閉会）  

 


